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年頭所感  

 

全国治水期成同盟会連合会

会長 陣 内 孝 雄

あけましておめでとうございます。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸

をお祈り申し上げます。  

昨年は、国の内外を通じて大きな出来事の多い年でした。我が国では３月

１１日の東日本大地震、引き続いた大津波、そして原発事故が未曾有の大災

害をもたらし、私たちの心と社会に深い傷を残して新しい年を迎える事にな

りました。さらに、３月１２日には長野県北部に震度６強の直下型地震が起

こり、７月２７日から３０日にかけて、新潟県と福島県の広い範囲に約１，

０００ミリの前線性降雨があり、８月３０日から９月５日にかけて、西日本

を中心に台風１２号に伴う豪雨が長時間に亘り広範囲に降り、特に紀伊半島

南部地域の総降水量は１，８００ミリを超えました。９月２１日に浜松市に

上陸した台風１５号は、強い勢力を保ったまま関東地方から東北地方に進み

ましたが、この影響範囲は広く、九州や四国の一部でも総降水量は１，００

０ミリを記録しました。これらの他にも、局地的な豪雨が各地で発生してお

り、私たちが安住を目指す日本が今なお紛れもない災害列島であることを実

感させられた年でした。  

 ところで、‘災害は進化する’と云われますが、我が国のように河川の氾

濫区域や津波の危険区域に、人口と資産の大半が集中している国土で、高齢

化に伴う災害弱者の増加、地下空間の利用、原子力発電所の立地等が進んで

いるために、経済社会が蒙るダメイジ・ポテンシャルは高まって来ておりま

す。加えて、地球温暖化に伴う気象現象の変化が予想されており、いずれは

東海、東南海、南海の三連動巨大地震が発生する可能性までもがあるようで

す。これらの諸事象に安全に対処していくために、我が国は防災対応力を計

画的に着実に進めていくかなければ“災害の進化”に追い越されてしまいま

す。  

 ところで、自然災害への防災対応力の増強には、治水についてのハードと

ソフトの相伴った施策が必要なことは論を待ちませんが、ハードの整備で安

全で豊かな国土基盤づくりをたゆまずに形成していくことが、国政の根幹だ

と信じます。  

 新年度の水管理・国土保全局の治水予算は、国費で６，１５０億円（全国

防災を含む）で対前年度倍率が１．０６と見込まれており、平成１１年度か

ら続いた治水予算の削減から増加に転じており、治水施設の整備水準の低さ

からして、実情に即した対応であろうと評価できます。  
さらに、“コンクリートから人へ”の政策転換の象徴として、２年以上も
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ダム建設着工が中止されてきた利根川水系の八ッ場ダムが、新年度の予算編

成で首都の治水、利水上の安全確保にとって“即効性”と“コスト”の両面

から妥当な事業として再開の英断が下されました。さらに重要な河川の高規

格堤防については、治水事業を営々と数百年に亘って続けてゆくことによっ

て、真に安全で安心な国づくりを成し遂げていくというロマンのある、後世

に評価される歴史的な土木事業が甦える事になりました。  

 “水を治める者は国を治める”といわれます。前田国 土 交 通大 臣 が 専門 家

として の未来を 透徹した 豊かな見 識と指導 力で、治 水行政に 真摯に取 り組んで

おられ る立派な 姿勢は、 私たち流 域住民の 安全を守 る立場に ある者に とって、

将 来 を 信 じ て 楽 観 的 な 気 力 で 頑 張 ろ う と い う 望 み を 与 え て 頂 く こ と に な り ま

す。  
また 、昨年の 東日本大 震災時の 輸送道の 啓開、仙 台空港等 での移動 ポンプ車

による 排水、近 畿の新宮 川等での 天然ダム （河道閉 鎖）や、 九州の霧 島の新燃

岳（し んもえだ け）の火 山活動に ついて示 された国 土交通省 の取り組 みは、復

旧、復 興に全力 を挙げて 取り組ん でいる私 たち市町 村にとっ て心強い ものでし

た。進 化する大 規模な自 然災害か ら人命と 地域を守 るため、 高度な技 術力と広

域的な 機動力を 有する国 土交通省 の地方出 先機関を しっかり と存続し 、危機管

理を強化してもらう必要性を痛切に感じております。  

 全水 連では、 昨年から 機関誌『 治水』を ホームペ ージ上に 開設して 、識者、

専門家 などの論 文、地方 大会や促 進全国大 会での特 別講演録 などを届 けて、会

員の皆様はじめ広く国民の皆さんに、「治水」への関心を高めてまいりました。

今年は 会員の皆 さんにも 積極的に ホームペ ージへ参 加頂き、 広報活動 を拡充し

たいと願っております。  

 私ども全水連と致しましては、会員皆様のご意見を頂きながら国と地方との

連携を 一層深め るよう努 めて参り ます。関 係各位の ご指導、 ご支援を お願い申

し上げ ますとと もに、本 年が明る い良い年 になりま すよう祈 念いたし まして、

新年のご挨拶といたします。  

 

大國魂神社（府中市）

お お く に た ま じ ん じ ゃ  
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平成２３年度治水事業促進全国大会 

と き：平 成 23 年 度 11 月 24 日（木）

ところ：シェーンバッハ・サボー(砂防会館)

 

 平成２３年度治水事業促進全国大会次第

開   会 
 主 催 者 挨 拶  全国治水期成同盟会連合会会長 陣内 孝雄 
 大会議長推挙          同       陣内 孝雄 
 国会議員紹介 
 意 見 発 表  鹿児島県薩摩川内市長 岩切 秀雄 

          静岡県伊豆市長 菊池 豊 
大 会 決 議  全国治水期成同盟会連合会副会長 岩井 國臣 

閉   会 

（敬称略） 
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主 催 者 挨 拶 

 

全国治水期成同盟会 
連合会会長 
陣 内 孝 雄

本日ここに、平成23年度治水事業促進全国大会を

開催いたしましたところ、衆・参両院議員並びに来

賓各位にはご多用中にもかかわらずご臨席を賜り、

厚く御礼申し上げます。 
また、全国各地より市町村長ほか、平素治水関係

事業の推進にご尽力を賜っている皆様に、このよう

に多数ご参集頂き、本大会が盛大に開催できますこ

とは、誠に喜ばしく感謝に堪えません。開催者とい

たしまして、皆様方の治水事業に対する深いご理解

とご熱意に対し、衷心より経緯を表する次第であり

ます。 
我が国は、気象・地形・地質・土地利用などの諸

条件から自然災害を蒙り易く、このため治水事業が

精力的に進められてきたところでありますが、未だ

道半ばにあります。政府は国民の生命と財産を守り、

豊かな地域づくりのため治水事業の促進に責務を果

たすべきであります。 
3 月 11 日の「東日本大震災」」により、千年に一

度ともいわれる大津波被害が発生し、河川堤防や、

海岸堤防が液状化等に寄って甚大な被害となり、加

えて原子力発電所の大事故が重なり、未曾有の被害

となりました。 
さらに、「新潟・福島豪雨」、台風 12 号及び台風

15号等により、四国、中国、近畿、中部地方など全

国各地で洪水被害や土地災害が発生し、大変多くの

死者、行方不明者、家屋の全半壊、床上床下浸水な

ど大変大きな被害を被りました。 
これらの災害で不幸にして亡くなられた皆様のご

冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された地

域の皆様にお見舞い申し上げます。 
この度の東日本大震災は、東海、東南海、南海の

三連動地震が、この先30年のうちに高い確立で発生

する可能性があることを示唆しました。巨大地震に

備えて、全国の津波対策と河川堤防の耐震対策を促

進していく必要性が強まっています。 

 このように憂慮すべき状況にあるにもかかわら

ず、治水予算の削減が続いており、昨今の予算はピ

ーク時に比べ約半分に縮減しております。治水予算

は災害対応に優先支出されるためその結果として、

予防的計画的に推進していく為の予算や、適正な維

持管理水準を保つ予算が確保できなくなる恐れもあ

ります。 
 さらには、ダム計画の見直しの問題があります。

いわゆる「できるだけダムにたよらない治水」への

製作転換のための、治水計画の見直しの作業が行わ

れており、その間にダム予算が大きく削減されまし

た。早急にダムの評価作業を済ませ必要なダム予算

を確保して、全国の治水、利水対策を遅滞させるこ

となく計画的に進めるよう強く求めていく必要があ

ります。 
 さらに、地方分権の推進に伴い補助治水事業が補

助金制度から総合的交付金制度へと改革されまし

た。治水事業は毎年、計画的に着実に推進させてい

くことが基本であることを今こそしっかりと認識し

て、いやしくも治水事業が先送りされるような事態

が起こらないように、それぞれのお立場で尚一層皆

様のご盡力を頂くようお願いいたします。 
 現在の治水施設の整備水準は、依然として低く目

標としている戦後最大の既往実績洪水に対して、い

まだ 6～7 割の整備水準にとどまっております。い

つ、どこで災害が発生しても不思議ではない不安な

状況に、私たちは置かれております。 
 他方では地球温暖化の影響で豪雨と渇水の傾向が

強まるとの警告がなされて降ります。治水・利水対

策は怠りなく着実に前進されなければなりません。

 流域住民の安全と安心の確立を目指す私どもと致

しましては、いまこそ治水事業の推進の必要性と緊

急性を、流域住民の総意として国会をはじめ関係機

関に強く訴え、治水事業が国の責任において、計画

的に着実に推進されますよう求めて行く必要があり

ます。 
 全国治水期成同盟会連合会といたしましては、ブ

ロックの関係の皆様とともに、本年11月21日の九

州地方大会と福岡市で開催したのを皮切りに、残念

でありますが、東北ブロックでは開催できませんで

したが、四国、中国、中部、近畿で地方大会を開催

して参りました。 
 本日、治水施設の整備促進についての全国の皆様

の声を集約して、治水事業を計画的に着実に推進す

るための要請活動を政府及び国会にいたす運びと相

なりました。ご参集いただいた皆様と共に、治水事

業の推進運動を強力に展開していく所存でございま
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すので、よろしくご協力をお願い申し上げます。 
 最後に、会員はじめ、ご出席の皆様方のご健勝と

ご確約を祈念申し上げて、ご挨拶といたします。

ご臨席賜りありがとうございました 

― 順不動・敬称略 ―
衆議院議員 
竹本 直一  かねだ 勝年 
 
参議院議員 
柴田 巧    上野 道子   中原 八一 
山本 順三   岩井 茂樹   若林 健太 
吉田 博美   佐藤 信秋    牧野 たかお 
藤井 孝男    岩城 光英   藤川 政人 
大家 敏志   猪口 邦子   岸 宏一 
片山 さつき  安井 美沙子  姫井 由美子 
宮沢 洋一   福岡 高麿 

祝電ありがとうございました 

― 順不動・敬称略 ―
衆議院議員 
中野 寛政   下条 みつ   石井 啓一 
石森 久嗣   川口 浩    山口 俊一 
渡辺 義彦   山岡 賢次   漆原 良夫 
小林 興起   松本 純 
 
参議院議員 
水戸 将史   橋本 聖子   脇 雅史 
西村 まさみ  牧山 ひろえ  佐藤 信秋 

 

意 見 発 表

 

鹿児島県薩摩川内市長

岩 切 秀 雄

ただいま御紹介をいただきました鹿児島県薩摩川

内市長の岩切と申します。本日は、治水事業促進全

国大会で意見発表をさせていただきますこと、まこ

とにありがとうございます。 

さて、ことしは１月に新燃岳の噴火、３月に東日本

大震災、７月に新潟・福島豪雨、８月、９月には台

風12号や15号による被害が続出いたしました。被

災された方々へ、心よりお見舞いを申し上げますと

ともに、被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお

祈り申し上げます。 

 それでは、当市におけます平成18年７月豪雨災害

からの復旧と、その後の「かわまちづくり」につい

て御説明をいたします。まず、薩摩川内市の概要で

ございますが、このレジュメの中にも御紹介いたし

ておりますので、ごらんいただきたいと思います。

本市は、九州の南、鹿児島県薩摩半島の北西部に位

置する人口約10万人の町でございます。平成16年

10月、１市４町４村で合併いたしまして、８年目に

なりました。特に、原子力発電所 89 万 kW２基を有

しておりまして、今回の東北地方福島原子力発電所

の事故とあわせまして、今、大変苦慮している町で

もございます。また、東シナ海に面した変化に富む

白砂青松の海岸線や、一級河川の川内川、地形変化

の美しい甑島や市内各地の温泉など、多種多様な環

境を有する町でもございます。 

 特に、合併いたしました甑島は、スライドでごら

んのとおり、白砂青松、断崖絶壁、また断層地層の

すばらしい島でもございます。19代薩摩藩士・島津

久光がその美しさに「眺めの浜」と呼んだことに由

来する「長目の浜」もございます。また、漫画「Dr.

コトー診療所」でも紹介されました高さ127mの奇岩

「ナポレオン岩」などがございます。ぜひごらんい

ただきたいと思います。 

 また、本土におきましては、毎年８月16日に開

催されます約10万人が見物いたします「川内川花火

大会」、９月22日に開催されます「川内大綱引」、こ
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れは長さ 365m、直径 30 ㎝、重さ６トンの大綱引き

でございます。また、ラムサール条約湿地にも登録

されました藺牟田池、鹿児島最古の滝温泉などが有

名でございます。 

 それでは、本題に入りますが、当市は昔から河川

はんらん、洪水などの水害に数限りなく見舞われて

おりました。特に、昭和40年代には大出水が頻発い

たしました。昭和46年８月の台風19号による洪水

では、川内市街部一帯に避難命令が発令され、全・

半壊家屋30戸、床上浸水803戸、床下浸水2163戸、

橋梁流出８カ所、堤防決壊６カ所などの甚大な被害

を受けた町でもございます。 

 グラフでごらんのとおり、昭和40年代には本当に

頻発して、大変な洪水を起こした町であります。こ

の結果、当市におきましては、排水機場の整備に取

り組んでまいりました。川内川の国管理区間におけ

る排水機は12施設設置しておりますが、当市にはそ

のうち８施設が配備されております。また、市の整

備した排水機場やポンプ等は約40施設に及びます。

これらの整備に伴いまして、本市では記録的な水害

から一時期遠ざかっておりました。 

 しかし、平成18年７月に発生いたしました梅雨前

線により、多いところで７日間の総雨量が平年７月

の月間雨量の２倍を超える記録的な豪雨が発生いた

しました。この豪雨により、川内が本・支川におい

て 136 カ所浸水被害が発生するなど甚大な被害を受

けたことから、平成18年 10 月４日に激特事業に採

択されております。当市内では家屋70棟が全・半壊

し、101 棟が床上・床下浸水、がけ崩れは 307 カ所

に及んでおります。 

 本市における激特事業実施箇所は、樋渡、楠元、

五社下など８カ所で発生いたしております。現在、

南瀬地区の県施工分の道路を除き、すべて完成して

おりまして、本年度中にこの激特事業が終了する見

込みでございます。この中から、特にひどかった樋

渡、五社下、久住の３カ所について御紹介いたしま

す。 

 これは、川内川の支川でございます樋渡地区にお

ける被災時の航空写真でございます。画面中央左側

では、川からあふれた水が田んぼを越えて、近くの

民家まで押し寄せていることがおわかりいただける

と思います。 

 また、左側の写真が災害時でございまして、整備

後の写真が右側でございます。現在は、右側の写真

のようにすばらしい堤防に変わりました。 

 これは、五社下地区における被災時の写真でござ

います。画面中央右側では民家が浸水し、中には川

にのみ込まれている民家があることがおわかりいた

だけるかと思います。 

 変わりまして、被災時、整備後両方でございます

が、右の整備後のとおり、頑丈な築堤等を整備して

いただきました。 

 次が、久住地区における被災時の写真でございま

す。画面中央部では、集落が孤立するほど増水し、

画面右下のほうでは橋が流されていることがおわか

りいただけるかと思います。 

 現在では、このように輪中堤を整備していただき

まして、集落の洪水による安全性が非常に高まって

おります。激特事業については以上でございます。

 次に、先ほど申しました久住橋の流出について御

紹介いたします。これは、ちょうど水害時における

久住橋が増水して流される寸前の写真でございま

す。左側が橋が流されて寸断したところでございま

すが、復旧後、きれいな橋に取りかえていただくこ

とができました。この災害は大変大きな災害であり

ましたが、久住橋は常日ごろからの橋梁の高さが約

10m ぐらいございますけれども、それを乗り越えて

きたという水害であったわけでございます。 

 以上が平成 18 年７月豪雨の被災状況並びに復旧

状況でございますが、これにつきましては、災害発

生時から国土交通省川内川河川事務所長を初め、職

員の方々が大変頑張っていただきまして、５年間で

この事業は完了し、今、市民にとっては大変安心・

安全な川に変わったところでございます。 

 次に、向田地区の「かわまちづくり計画」につい

て御説明いたします。これは、薩摩川内市の市街部

でございます。海岸からおおむね10㎞ぐらいのとこ

ろに太平橋国道３号線というのが通っております。

 今、九州新幹線が全線開業し、国道３号線、市道

開戸橋という３つの橋がかかっておりますが、この

写真で見られるとおり、市街部の河川改修が大変進

んでおりまして、上の九州新幹線から国道３号線ま

でが、今回、この改修に合わせて事業展開していた

だき、そして太平橋国道３号線から開戸橋までの区

間の整備が終わったところでございます。また、そ

の開戸橋から北のほうが平成23年度、本年度から質

的強化の対象として公園を整備する予定としている

ところでございます。激特事業が収束した後には、

市街地が浸水しないようにすばらしい堤防に変わり

つつあります。 

 この写真が、先ほど言いました橋梁、国道３号線

太平橋の写真でございますが、そこの堤防がすべて

完備いたしました。北のほうが唐渡口と言われる─

─唐に渡る口と書きまして──昔から中国と交流が

あったところでございます。 

 その唐渡口の写真でございますが、万里の長城を
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ほうふつさせるようなすばらしい堤防に変わりまし

た。市としては、今、これを観光の地として活用す

ることといたしておりますし、また、市としまして

も遊歩道を含めてずっと外灯の設備を行ったところ

でございます。 

 これが、本年度から進めようとしている堤防の状

況を示したところでございますが、本年度はこの「か

わまちづくり」について市民の意見を聞き取りなが

ら、市民が好む堤防につくり変えようということで、

現在進めているところでございます。 

 今、写真の右側を説明いたしましたが、今度は、

左側がまだ十分補強されておりませんので、現在、

九州新幹線から上部は整備されましたが、九州新幹

線から下流部について国と協議をいたしておりまし

て、この地域に「かわまちづくり委員会」を設置し

ようといたしております。来年３月までには委員会

を設置して、右側の向田地区とあわせて左の大小路

地区を整備することといたしております。 

最後に、本市の紹介をさせていただきます。一番上

が西回りの高速自動車道の建設の状況であります。

先ほど言いました一級河川川内川にかかる高速自動

車道の整備が、今、進んでおりまして、既に橋脚も

でき上がったところでございます。 

 次に、九州新幹線の状況でございます。今まで、

一部開業ということで川内駅から鹿児島中央駅まで

は開業いたしておりましたが、今回、新八代駅から

博多までの部分が開業いたしましたので、すべてが

全線開業することになりました。新幹線は、川内駅

から博多まで 120 分かかっておりましたが、新幹線

になりまして75分に短縮されましたし、先ほどの西

回り自動車道も川内－鹿児島間が 80 分かかってお

りましたが、現在、30分に短縮されました。 

 このほか、重要港湾・川内港におきましては、今、

韓国釜山港とコンテナ船を週２回運航いたしており

ます。近年、ようやくこのルートが開発されました

が、当初からコンテナ１万個を搬送する計画であり

ましたところ、本年11月初めに初めて１万個を超え

ることができました。次は２万個を目指して頑張り

たいということで計画をいたしているところでござ

います。 

 以上で意見発表を終わりますが、皆様方の忌憚の

ない御意見を賜りたいと思います。大変ありがとう

ございました。 

 

静岡県伊豆市長 
菊 池 豊

 伊豆半島の真ん中を流れる狩野川の改修促進期成

同盟会長を仰せつかっております、伊豆市長の菊地

と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、少し狩野の紹介をさせていただきた

いと思います。伊豆市は平成16年に修善寺、中伊豆、

天城湯ヶ島、土肥の４町が合併して発足いたしまし

たが、多くの地方と同様に、戦後はたび重なる合併

の繰り返しでありました。 

 旧天城湯ヶ島町は上狩野村と中狩野村、旧修善寺

町は修善寺村、下狩野村、北狩野村の合併でした。

何とも不思議なことに、４つも狩野の名前を冠した

村があったにもかかわらず、今では自治体の名称か

らすべて消えてしまいました。狩野中学校も私が中

学生のころに合併して廃校となり、狩野小学校も平

成25年春をもってほかの小学校と合併することが、

教育委員会では内定しております。将来、狩野とい

う地名が残るのは狩野川だけになるかもしれませ

ん。 

 実は、狩野という名前には立派な歴史がありまし

て、日本書紀によれば、伊豆でつくられた船が「か

るの」、これは枯れるほうの野原なんですが、「枯野」

と称したとあり、それが「かるぬ」これは「軽い」

なんですね。軽い野原と書く「軽野」に変わり、そ

して「狩野」に移り変わったという説が一般的です。

私が出ました狩野小学校の近くには今でも軽野神社

がありますし、天城山中の道の駅「昭和の森」には

ミニチュアの復刻版・軽野船が今でも展示をされて

おります。 

 そして、もう一つ知られていないことに、軽野神

社のすぐ傍らには狩野城という城跡がございまし

て、1100年ごろ、藤原南家の子孫である狩野氏が、

狩野川とその支流である柿木川が合流する場所に山

城を築きました。その後、北条早雲に伊豆が支配さ

れるまでの 400 年間、狩野氏はこの地を居城としま

す。 

 早雲に始まる後北条氏によって、現在の埼玉県東

松山市に移された狩野氏は、残念ながら今の伊豆市

には子孫を一人も残しませんでした。そのかわり、

芸術に秀でた子孫は京都で、そして江戸で絵師とし
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ての才能を開花させ、後に日本絵画史上最大の画派

となる狩野派を築き上げることになります。 

 さて、狩野川ですが、天城越えで名高い天城山に

源を発し、富士山に向かって流れ、三島の手前で西

に向きを変えて駿河湾に流れ込みます。延長46㎞、

流域面積852㎢の美しい川です。 

 太平洋側の大河川で北流しているのは狩野川だけ

だそうです。これは、伊豆半島がひょっこりひょう

たん島であった名残です。日本が世界でも珍しい４

つのプレートが集まっているところであることは、

皆さん御承知のことと思います。東日本の大半は北

米プレート。西日本はユーラシアプレート。東日本

大震災を引き起こした太平洋プレートは、東北の太

平洋沖にあります。そして、ひとり伊豆半島だけが

フィリピン海プレートに乗っているわけです。 

 2000万年前、現在地の南東600㎞にあった伊豆半

島は、初め、海底火山でした。毎年３㎝ずつ北西に

移動し、これに合わせて少しずつ浮上し、50万年前

に本州に衝突して、半島の原型ができ上がったと言

われています。したがって、地質や植生にはほかの

地域と全く異なった特性があり、現在、13の市町が

力を合わせて世界ジオパーク認定を目指して活動を

しているところです。 

 その特性がデメリットとしてあらわれているの

が、災害への脆弱性です。太平洋に突き出た伊豆半

島の中央に位置する標高 1406m の天城山は、年間降

水量が3000㎜を超え、またほとんどの流域が脆弱な

火山岩や火山噴出物で地質が構成されているため

に、洪水や土砂崩れが起こりやすいという、大変に

ありがたくない特性を持ってしまいました。 

 ちょっと見にくい絵で恐縮ですが、名高い修善寺

温泉の入口となる修善寺橋から下流が国の直轄地域

となり、これまた温泉で知られた伊豆長岡から沼津

市江の浦湾への放水路を有しているのが狩野川の特

徴です。狩野川放水路は昭和 26 年に着工したもの

の、昭和33年の狩野川台風には残念ながら間に合わ

ず、昭和40年に完成いたしました。もし、放水路が

なければ、その後幾たびも甚大な被害を受けたこと

は明らかで、治水事業の重要性を感じざるを得ませ

ん。ただし、江の浦湾は、下に駿河湾と書いてある

ところが、色が同じで恐縮なんですが、あの一番先

の一番狭いところが江の浦湾で、このとおり、駿河

湾の一番奥の狭まったところで、東海地震に関する

現在の被害想定でも 10m の津波が想定されていま

す。治水とは別に、津波対策も喫緊の課題となって

います。 

 私が生まれた年、昭和33年の狩野川台風は、死者、

不明者1000名を数える伊豆半島で最大の災害とな 

り、翌年に襲った伊勢湾台風を経て、災害派遣は自

衛隊にとって極めて重要な任務となってまいりまし

た。 

 この写真は、被害が最も大きかった修善寺の熊坂

地区ですが、堤防を強化したことによって、今では

市内で最も住みやすい住宅地となっております。治

水事業の効果は大変なものです。 

 しかしながら、惨禍から53年たって、当時作成さ

れた治水事業計画が今なお完了していないこともま

た事実であります。治水とは本当に長い年月を要す

る国家事業であり、であるがゆえに、政権交代の影

響を受けない長期的ビジョンが大切だと考えていま

す。その後も、伊豆半島は常に水害の脅威にさらさ

れています。その原因の一つが、南から北に流れる

狩野川の特性にあることはさきに申し上げました。

台風の進行方向と重なるからです。天城山に降る大

量の雨がまず狩野川を増水させ、その後さらに台風

が狩野川に沿って北上することになります。 

 このスライドは平成16年の台風22号の様子で、

観光地である修善寺の中央部が、ごらんのとおりで

ございます。 

 そして、これも同じ場所。これは川の中をとらえ

た様子ですが、狩野川支流の桂川の様子です。京都

から遠く離れた修善寺で桂川というのはおかしいと

思われるかもしれませんが、これには歴史の悲劇が

隠されております。日本の中世は、源頼朝が伊豆の

国韮山で挙兵したことに始まります。しかし、12歳

で二条天皇の蔵人に補任されている頼朝は、当然、

都の生活になれ親しんでいます。周囲には多くの京

都派の女性もいたはずです。二代将軍頼家も父頼朝

を尊敬していますから、自然と京都には特別の思い

を抱くようになります。 

 一方、頼朝の妻北条正子は、韮山の土着の豪族の

娘ですから、都派と田舎派の対立、主導権争いが生

じたことは想像にかたくありません。頼家は、とう

とう母方の北条氏によって幽閉されていた修善寺で

暗殺されてしまいますし、実は頼朝自身にも暗殺説

があるくらいです。頼朝、頼家父子の京都への思い

が、桂川や嵐山といった地名を修善寺に残すことと

なりました。閑話休題です。 

 桂川の川の中にある独鈷の湯は、どのパンフレッ

トにも必ず登場する修善寺温泉のシンボルなのです

が、無残にも流出してしまいました。このため、静

岡県は川幅の広い下流に独鈷の湯を 19m 移動させる

事業を行いました。何と言っても開湯1200年の歴史

を有する独鈷の湯ですから、壊してしまうわけには

いきません。県には、300 トンの岩の塊をそのまま

水平移動させるという御配慮をいただきました。今



         平成 24 年 1 月 24 日発行              治    水              第 697 号        

 
 

 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

では、あたかも1200年前からこの地にあったかのよ

うな落ちつきを見せてくれています。 

 再び、狩野川本流です。スライド中央の赤い橋が

修善寺橋で、この橋の向こう側が国の直轄部分にな

ります。川の中に流れの方向を示す矢印が出ていま

すけれども、ここが伊豆市役所の目の前になります。

ふだんは全く穏やかな川です。しかしながら、一た

ん降り始めると狩野川は見る見るうちに増水して、

スライドはことし９月21日の台風15号ですが、矢

印の向こう側をごらんいただければわかるとおり、

あと１m というところまで水位が上がってまいりま

した。この左下にちょこっと見えている駐車場が、

市役所本庁舎の１階に設置した災害対策本部の入口

付近ですから、私は市長として、災害対策本部その

ものの避難も頭をよぎることとなりました。 

 台風15号は静岡県西部に上陸しましたから、台風

が直撃しない場合でもこのような状況になります。

これはお隣の伊豆の国市、伊豆長岡温泉の入口付近

にある小坂地区の排水機場です。長岡は、年間宿泊

客数 100 万人を誇る人気の温泉地です。温泉場の南

端に伊豆の国市役所が位置しているんですが、ここ

も水没の脅威を抱えることから、県に河川改修事業

をお願いしておりますが、狩野川本流の治水事業が

根本的な課題となっています。 

 ここでは、内水を排除できないと──これも16年

ですが──このようになります。この地区は約300m

にわたって堤防が低く、狩野川本流からの外水と内

水がダブって脅威となっています。 

 これも伊豆の国市で、国道 136 号と狩野川がほぼ

接しているところで、国道136号は年間4000万人も

の観光客が訪れる伊豆半島の真ん中を走る道路です

から、夏のハイシーズンにここが水没すると大変な

ことになります。狩野川支流の内水対策として排水

機場が整備されていますが、これでも排水能力が不

足し、ぜひとも排水機の増強をお願いしたいところ

です。 

 はい。 

 これも長岡温泉に入る千歳橋ですが、ここも狩野

川台風では橋がせきとめてしまったものですから、

大きな災害となって。 

 はい。 

 大分上流なんですけれども、ここでもかなり流木

がたまり始めています。これもことしです。 

 はい。 

 このごらんのスライドが、伊豆長岡から駿河湾の

江の浦湾に水の流れをショートカットさせている狩

野川放水路です。何でもないときに見ると、どうし

て観光地にこのような醜い公共事業をしてしまった

のかと思われるかもしれません。コンクリートなど

要らないというメッセージになってしまう恐れさえ

感じます。 

 しかし、出水時にはこのようになります。もし放

水路がなければ、この大量の水が狩野川本流に残る

ことになります。まさに狩野川放水路は、地域住民

にとっては命の放水路となっています。 

 次は、三島市に隣接してベッドタウンを形成して

いる函南町ですが、ここは内水の問題が深刻です。

ことし８月の防災訓練で国交省の中部地整から御支

援をいただき、伊豆半島北部を航空偵察をしてまい

りました。三島駅は新幹線がとまりますので、この

函南町まで一体となった住宅街が形成されていま

す。 

 昔は、この地域はどこのお宅の軒先にも小舟がか

けてあった、そんな地域だそうですが、今では圧倒

的多数が新興住宅ですから、そのような伝統もあり

ません。つまるところ、解決策は排水機場になりま

す。 

 ここは狩野川流域で最大の支流、黄瀬川です。頼

朝が挙兵した際には、奥州からかけつけた義経と兄

弟対面した場所であるとも言われています。御殿場

に源を発し、沼津市と清水町の境で狩野川と合流し

ます。富士山からの溶岩の痕跡がはっきりしている

ため、住宅地の中を流れる川でありながら、小さな

滝など、公園のような様相を呈しています。 

 しかしながら、ここも一たん水が出ると恐ろしく

変貌します。平成20年７月には、午後５時40分～

50分のたった10分間で2.7mもの水位の上昇があり

ました。このときは、黄瀬川流域の時間雨量が64㎜

でした。最近は、皆さん御承知のとおり、至るとこ

ろで時間雨量 100 ㎜を記録する集中豪雨が発生して

います。黄瀬川が流れる長泉町は、住宅地として国

内トップクラスの人気を博しているところですか

ら、治水事業が極めて大切な場所であると言えます。

 実は、このような急激な水位上昇という防災上極

めて大切な情報は、沼津市に所在する国交省中部地

方整備局の沼津河川国道事務所から、速やかに提供

されています。私たち首長に対して、よくぞという

タイミングで所長から直接連絡をいただくことも決

して珍しいことではありません。 

 私は、現政権で行われている政府の出先機関改革

が、現場の状況に即して慎重に行われることを強く

訴えたいと思います。地方分権改革の本旨は、行政

事務が現場に近いところで速やかに判断し、実行さ

れることであったはずです。国交省については、現

体制は東日本大震災で強烈な教訓となったように、

まさにその目標に近い状況に達しています。治水、
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砂防、高規格道路整備などの事業は、現在の県の規

模では、その責務を担うには十分ではないとの危惧

をぬぐい切れません。国民の生命を守る重要な公共

事業は、やはり国家の責務であろうと思います。私

個人的には、国交省の出先機関改革は道州制とセッ

トで御検討をいただきたいと考えています。 

 さて、狩野川最下流の沼津市です。上流部でさえ

ごらんいただいたとおりの状況ですから、沼津では

大雨が降ると、ほぼ毎回大きな被害を受けてしまい

ます。沼津市は人口22万で、伊豆では最も大きな人

口を擁しています。ＪＲ沼津駅が狩野川に近く、ま

た駿河湾の海の幸が集まる沼津港が狩野川河口にあ

るため、どうしても狩野川に沿って都市が形成され

ることとなりました。 

 このごらんのスライドはことしの台風 15 号の様

子ですが、１階が既に水没しております。私は、1995

年に留学先のケルンでライン川の洪水を見たことが

ありますが、それを思い出してしまいました。 

 また、2002年だったでしょうか、私は当時、ベル

リンの大使館で勤務していたんですが、物の見事に

エルベ川の洪水は１週間前にわかります。最初、チ

ェコのプラハで洪水が起こって、大使館が避難をす

る。下流のドレスデンが１週間後。さらに下流のベ

ルリンは１週間後。物すごい洪水の威力ですけれど

も、日本の河川と違って雨が大量に集まるという洪

水ですので、上流から順番に訪れます。日本の場合

には河川が急で、台風も方向が決まるのは１日、２

日前ですから、やはり日本の災害というのは非常に

突発性が高いという感じがいたしました。 

 それから、沼津市に大変な御迷惑をおかけしてい

るのが、上流部、私ども伊豆市から流れる大量の流

木です。この写真はまだ狩野川ですが、駿河湾に至

るまで流木が埋め尽くしてしまいました。発生確率

87％と言われる東海地震による津波が雨の多い時期

にかぶった場合、その被害規模は予測できないほど

だと思います。 

 以上、私どもは、機会をとらえて狩野川の例を御

紹介しながら、治水事業の必要性を訴えております。

治水に限らず、我が国の国土形成はヨーロッパなど

に比べてまだまだ道半ばです。治水も砂防も道路も、

地方が要望する水準には遠く及びません。 

 言うまでもなく、最大の問題は財源です。去る７

月、私は木曽三川の治水事業を研修する機会があり、

海津市の巨石堰堤、羽根谷砂防堰堤も拝見してきま

した。この写真がそうですが、今から 100 年前の公

共事業です。 

 私は、この美しい公共事業に強い感銘を受けまし

た。明治の先勲は、日清・日露の２つもの戦争を遂

 

行しながら、木曽三川の分流と巨石堰堤などの、必

要にして美しい公共事業を断行してまいりました。

 人口減少時代に向けて、もはや公共事業は進める

べきではないという考えもあるようですが、それで

は将来世代への責任放棄です。人口が減少すれば、

当然国家予算は小さくなり、公共事業は縮小されま

す。孫たち、ひ孫たちのために、なすべき国土形成

を着実にやり遂げることが１億 2500 万人の私たち

の時代的使命だと考えております。 

 御清聴ありがとうございました。 
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決   議 （案） 
治水事業は、洪水等の災害から国民の生命と財                 記 

産を守り、健康で豊かな生活環境と安全で活力あ      一 激甚な災害が頻発している現状にかんがみ 

る社会を実現するために、最も根幹となる重要な      て、災害を未然に防止し、国民の生命と財産を 

社会資本整備である。その重要性はいつの時代に      守り、安全・安心かつ豊で活力のある国土を構築

あっても普遍であり、財政が危機的な状況にあっ      するため、堤防やダム等の根幹的施設の整備を計

ても、「国家百年の計」として、国が責任を持っ      画的に推進すること。 

て着実に実施しなければならない。            一 ダムの検証はできるかぎり迅速に検討を進め

 本年は３月の東日本大震災により、海岸堤防や      るとともに、地域の意向を十分に反映すること。

河川堤防が液状化等によって甚大な被害を被った。     一 地球温暖化に伴う気候変動による豪雨や少雨

また、河川を遡上した津波が堤防を越えて、沿川      の頻発、海面の上昇や台風の巨大化等に備え、治

地域に甚大な被害をもたらした。             水施設の整備を推進するとともに、安定的な水の

 さらに、「平成２３年新潟・福島豪雨」、台風      供給のため水資源開発の推進をはかること。ま 

第１２号及び台風第１５号等により、全国各地で      た、大規模地震に備え、河川堤防等の耐震対策及

洪水被害や土砂災害が発生し、尊い人命と多くの      び津波対策を着実に推進すること。 

資産が失しなわれた。                  一  特に激甚な水害や床上浸水が頻発している地

 今後、地球温暖化に伴う気候変動により、洪水      域においては、集中的に事業を実施すること。 

と渇水による被害が更に拡大する恐れがあると警      一 毎年激化する洪水に備え、流域一体となった

告されており、地球温暖化の緩和策だけでなく、      治水対策を積極的に進めるとともに、堤防等河川

予防的な施設整備をはじめとする適応策を確実に      管理施設の的確な維持管理水準を確保するととも

進めていく必要がある。                 に、洪水被害を助長するおそれのある著しく劣化

 このような現実や将来に備え、国民の生命と財      した施設については緊急的に更新・補修を行うこ

産を守る堤防やダム等の防災施設の整備を、これ      と。 

まで以上に強力に推進していかなければならない。     一 河川等の整備水準は未だ低いので、その整備

地域住民やその営みの安全・安心の確保に責務      を推進するとともに、ハザードマップの整備、情

を負う我々としては、近年の治水事業関係予算の      報提供の充実、避難態勢の構築等、ハード・ソフ

確保が厳しく、維持管理にさえ支障をきたしてい      トが一体となった防災・減災対策を強力に推進す

るのではないかと危惧しているところである。       ること。 

 また、現在行われているダムの検証はできるか      一 河川や水辺の持つ多様な機能や地域の特性を

ぎり迅速に検討を進めるべきである。我々はかか      活かし、歴史、風土等に根差した魅力ある良好な

る事態を憂慮し、ここに治水事業促進全国大会を      河川環境の形成を推進すること。 

開催し、その総意に基づき、安全で安心な国土を      以上決議する。 

実現し、子々孫々に引継ぐべく、次の事項を国会      平成２３年１１月２４日 

ならびに政府に対し強く要望する。                        治水事業促進全国大会

 

大 会 決 議 

 

全国治水期成同盟会 
連合会副会長 
岩 井 國 臣 
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平成２３年度四国地方治水大会 

と き ： 平成２３年１１月１日（火） 
ところ ： かがわ国際会議場 

 

 
                               （敬称略） 

開   会 
    主 催 者 挨 拶  香川県知事 浜田 恵造 
             全国治水期成同盟会連合会会長 陣内 孝雄 
    来 賓 挨 拶  香川県議会議長 山本 直樹 
    座 長 推 挙  香川県河川協会会長 綾田 福雄 
    意 見 発 表  高松市副市長 勝又 正秀 
             丸亀市川西地区自主防災会会長 岩崎 正朔 

大 会 決 議  香川県河川協会副会長・東かがわ市長 藤井 秀城 
次期開催県挨拶  高知県土木部河川課長 吉本 裕二 

閉   会 
 

平成２３年度四国地方治水大会次第
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主 催 者 挨 拶 

 

香川県知事 
浜 田 恵 造 

 本日、関係の国会議員、県議会議員の諸先生、ま

た、治水事業に携わっておられます多数の皆さまを

お迎えいたしまして、第10回四国地方治水大会を盛

大に開催できますことは、誠に喜ばしい限りでござ

います。各地からのご来県を、県民を代表して心よ

り歓迎申し上げます。 
 皆さま方におかれましては、日ごろから治水事業

の推進などにより、四国全体の発展に向けまして、

多大なるご尽力、ご支援をいただいておりますこと

に対し、厚く御礼申し上げます。 
 ご案内のように、近年、地球温暖化等に伴う気候

変動が原因で、局地的な集中豪雨、いわゆるゲリラ

的な集中豪雨、あるいは急激な増水による被害が多

発しております。平成16年に度重なる台風が四国地

方に上陸いたしまして、甚大な水害、土砂災害をも

たらしましたが、本年９月にも大型で大変速度の遅

い台風12号、また15号が相次いで日本列島に上陸

いたしまして、全国各地で多大なる被害が発生いた

しました。四国におきましても大きな被害が生じた

ことは、記憶に新しいところでございます。 
 一方におきまして、平成17年と20年には、四国

の水がめであります早明浦ダムの利水容量が底をつ

く事態となるなど、四国においては、渇水による水

不足も懸念される状況であります。 
 また、本年３月の東日本大震災の発生を受け、四

国におきましても今後、高い確率での発生が予想さ

れます、東南海・南海地震等への対策も急務となっ

ております。こうした災害から県民の皆さまの生命、

財産を守り、豊かで活力のある、安全で安心な生活

を実現してまいりますためには、治水、利水施設の

整備、そして、地震・津波対策の強化が極めて重要

であります。 
 香川県におきましては、県政運営の指針でありま

す新しい総合計画、せとうち田園都市香川創造プラ

ン基本方針の一つに、安心できる香川づくりを掲げ

まして、水害、渇水に強い県土づくりのため、河川

改修、またダムの建設を推進いたしますとともに、

高潮対策にも取り組んでおります。 
 こうした中で、四国各地域におきます治水に携わ

る皆さまが一堂に会しまして、災害のない、安全で

住みよい社会づくりのため、治水事業に関しまして、

意見発表や決議がなされることは、大変意義深いこ

とと考えます。 
 私は、大変恐縮でございますが、この後公務のた

め大阪のほうにまいらなければなりませんので、こ

のごあいさつの後、失礼いたしますけれども、どう

か皆さま方におかれましては、本大会を契機といた

しまして、四国各県の力を結集して、四国の治水事

業が一層推進され、安全で安心な社会が実現される

よう、一層のご支援、ご尽力をいただきますようお

願い申し上げますとともに、ご参会の皆さま方のご

健勝、ご活躍を心より祈念申し上げまして、開会の

ごあいさつといたします。本日は誠にありがとうご

ざいます。

 

全国治水期成同盟会 
連合会会長 
陣 内 孝 雄

 本日、ここ高松市で四国地方治水大会を開催いた

しましたところ、治水関係事業に造詣が深く、その

推進に尽力しておられる皆さまに、このように多数

ご参集いただいて、本大会を盛大に開催できますこ

とは、誠に喜ばしく、皆さま方の治水事業に対する

深いご理解とご熱意に対して衷心より敬意と感謝を

表する次第でございます。 
 また、ご来賓の皆さまには、ご多用の中にもかか

わりませず、ご臨席くださいまして、大変ありがと

うございます。日ごろいただいているご指導とご協

力に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

 ご当地香川県は、四季を通じて温暖小雨で、穏や

かな気候のところでございます。年間の降水量は全

国平均の３分の２にすぎないため、古来より満濃池

など多くのため池がつくられてきましたが、昭和49
年に香川用水が完成し、50年には早明浦ダムも竣工

して、利水対策が画期的に前進したのであります。

 しかしながら、平成６年に未曾有の大渇水が起こ

り、早明浦ダムは底をついて、県内各地で長期にわ

たって断水を余儀なくされ、県民生活はもちろんの
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こと、農業など産業・経済活動に大きな影響を及ぼ

したことは、よく知られているところでございます。

その後も、平成 17 年、20 年に早明浦ダムの貯水

量がゼロとなり、渇水被害が繰り返されてきました。

安定した水供給が可能になるように、引き続き水資

源対策の推進が必要でございます。 
 一方、洪水による災害は、16年に６個の台風が四

国に上陸し、死者19名、床上床下浸水は41,000棟

を超えるという大変な災害が発生いたしました。本

年も台風が３度襲来して、多くの被害を受けたとこ

ろでございます。 
 このように、度重なる試練を克服して、安全で豊

かな県土づくりを推進してこられているご当地で、

治水事業を促進するための四国地方治水大会が開催

されますことは、誠に意義深いものがあると考えま

す。 
 申し上げるまでもなく、治水事業は、災害から国

民の生命と財産を守り、安全で豊かな生活環境と、

活力ある地域社会を実現するために、 も重要な社

会資本の整備を進めるものであります。したがって、

国は、国民の安全と安心に対するナショナルミニマ

ムの水準をあまねく確保するために、治水事業を国

政の根幹に据えて、重点的に進めるべきであります。

 厳しい財政状況のもとではありますが、国家百年

の計に立って治水事業を着実に推進し、先達が英知

と努力でもって築いてこられたこのふるさとを、よ

り安全で安心な地域へと向上させて、次の世代にし

っかりと手渡していく、その責務を私たちは負って

いると思います。 
 特に近年は、地球温暖化により、洪水と渇水によ

る被害がさらに拡大する恐れがあると警告されてお

ります。地球温暖化の防止対策にとどめず、地球温

暖化によって引き起こされる新たな災害への適応策

を着実に進めていく必要性が高まっていると考えま

す。 
 このような中、今年は３月11日の東日本大震災に

より、1,000 年に一度ともいわれる大津波・地震が

発生し、加えて原子力発電所の大事故が重なり、未

曾有の大災害となりました。また、新潟、福島豪雨、

及び台風12号、15号等により、四国、中国、近畿、

中部など、全国各地で洪水被害が発生しました。こ

れらの災害で亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り

申し上げますとともに、被災された地域の皆さまに

お見舞い申し上げる次第でございます。 
 ところで、このたびの東日本大震災は、東海・東

南海・南海の３連動地震がこの先30年間のうちに高

い確率で発生する可能性があることを示すというこ

とで、大変関心を呼んでおります。それに備えた津

波対策、河川堤防の耐震対策等も促進していく必要

がございます。 
 このように、憂慮すべき状況にあるにもかかわり

ませず、治水関係予算の削減が続いて、昨今の予算

は、ピーク時に比べ約半分に減少しております。治

水予算は災害対策に優先支出されるため、その結果

として、予防的・計画的に治水事業を推進していく

ための予算や、適正な維持管理水準を保つ予算が確

保できにくくなってきているのが現状でございま

す。 
 さらには、ダム計画の見直しの問題があります。

いわゆる、できるだけダムに頼らない治水への政策

転換のために、見直しの作業が行われており、その

間にダム予算が大きく削減されております。早急に

ダムの評価作業を済ませ、必要なダム予算を確保し

て、全国の治水利水対策が遅滞なく進むように、強

く求めていく必要があります。 
 さらに、地方分権の推進に伴い、途上の治水事業

が、補助金制度から総合交付金制度へと改革されま

した。治水事業は、毎年着実に進めていくことが重

要であります。今こそ、そのことをしっかりと認識

して、治水事業が先送りされる事態が起こらないよ

うに、お集まりの皆さまとともに努めていくことが

必要だと考えております。 
 ご承知のとおり、現在の治水施設の整備水準は、

目標としているナショナルミニマムの水準に比べま

すと、まだ大変低い水準にとどまっております。い

つどこで災害が発生しても不思議でない状況に私た

ちは置かれております。流域住民の安全と安心の確

立を目指す私どもといたしましては、今こそ治水事

業の推進の必要性と緊急性を流域住民の総意とし

て、国会をはじめ関係機関の皆さまに強く訴え、治

水事業が国の責任によって着実に推進されますよ

う、積極的に活動していく必要があると思います。

 私ども全国治水期成同盟会連合会といたしまして

は、ご参集の皆さまの力強いご支援をいただいて、

治水事業の推進運動を強力に展開していく所存でご

ざいますので、引き続きよろしくご協力をお願い申

し上げます。 
 後になりましたが、本大会を開催するに当たっ

て、格別のご高配を賜りました香川県知事さまをは

じめ、関係の皆さまに厚く御礼申し上げ、ご出席の

皆さまのご健勝とご活躍を祈念申し上げまして、あ

いさつといたします。よろしくお願いいたします。
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  本日、ここ高松で、第10回四国地方治水大会が開 
催されるに当たりまして、皆さまを歓迎いたしますと 
ともに、地元香川県議会を代表してお祝いを申し上げ 
ます。 

  全国治水期成同盟会連合会ならびに国土交通省をは 
じめ、関係の皆さまにおかれましては、日ごろから四 
国の治水関係事業の推進に格別のご支援・ご協力を賜 
り、地域住民の安全確保に多大なご尽力を賜っており 
ますことに対しまして、心から敬意と感謝を申し上げ 

 る次第であります。 
  さて、古来より、「水を治めるものは国を治める」 
と言われておりますように、人間の生活と治水とは非 
常に密接なつながりを持っております。とりわけ、東 
日本大震災発生後は、その言葉の持つ意味をひしひし 
と感じている次第でございます。 

  一方、四国地方におきましても、近い将来に発生が 
予測されます東海・東南海・南海地震に対応した治水 
事業が喫緊の課題でございます。 

  水害から住民の生命や財産を守り、安全で快適な生 
活環境をつくっていく上で、治水事業は欠かすことの 
できない重要な事業であり、住民の期待も誠に大なる 
ものがあります。どうか、皆さまにおかれましては、 
本大会及びフォーラムを通じて、緊密な連携を図りな 

 がら、それぞれの地域の実情に応じた治水事業の推進 
になお一層のご尽力をいただきますようお願い申し上 
げます。 

  後になりましたが、四国地方の治水事業の今後一 
層の推進と、ご参会の皆さま方のご多幸とご健勝と心 
からご祈念申し上げまして、お祝いのごあいさつとい 
たします。本日は本当におめでとうございました。 

 
 
 
 

来 賓 挨 拶 

 

香川県議会議長 
山 本 直 樹 

座 長 推 挙 

 

香川県河川協会会長 
香川県議会議員 
綾 田 福 雄

意 見 発 表 

 

高松市副市長 
勝 又 正 秀

 ただいまご紹介いただきました、高松市の副市長

をしております勝又と申します。よろしくお願いい

たします。 
 本日は、意見発表の機会を与えていただきまして、

誠にありがとうございます。早速ですので、高松市

を流れる春日川の河川激甚災害対策特別緊急事業に

ついてご紹介とご説明をさせていただきたいと思い

ます。 
 先ほどからお話に出ておりますけれども、香川県、

そしてまた高松市においても、平成16年に全国全体

で10個の台風が上陸するという、台風の当たり年の

中で、非常に大きな被害を受けました。一つは、特

に８月末に、高松の沿岸部が高潮の被害を受けて、

15,000棟余りの家屋が水に浸かったという被害がご

ざいました。 
 高潮被害ですので、じわりじわりと水が押し寄せ

てくるのですが、逃げ遅れた方２名の尊い命が失わ

れたような災害でございました。この災害に対応し

て、県、そして高松市も協力させていただいて、防

潮堤の整備を今、進めているところでございます。

 そして、今日ご紹介するのは、10月に来た台風23
号の豪雨災害でございます。こちらは、内陸部を中

心とした河川氾濫による被害でありまして、この春
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日川が大きく氾濫したというものでございます。 
 これが春日川でございます。上のほうが瀬戸内海、

下のほうが内陸部でございまして、ここに書いてあ

るとおり、下流から 6.2 ㎞区間は香川県さんのほう

で、昭和35年から中小河川改修事業ということで実

施していただきまして、平成10年に完了しておりま

した。この 6.2 ㎞区間が改修されていたのですけれ

ども、その上流の部分が平成16年の台風被害に遭っ

たということでございます。 
 先ほど申し上げました 10 個の台風が上陸したと

いう平成16年の被害でございます。このうち赤字で

示す台風23号の被害、これが春日川に被害をもたら

しました。 
 これが、23号のときの10月19日から20日の連

続雨量を示す等雨量線図でございます。公に渕と書

いて、「きんぶち」と読むのですけれども、これは春

日川上流に香川県さんが設けている観測地点でござ

います。連続雨量 418 ㎜という猛烈な量を観測して

おります。 
 このときの時系列ごとの雨量を棒グラフで、折れ

線グラフは、それによる水位の上昇、春日川の中に

設けられている川北橋の水位観測所の記録でござい

ます。20日に非常にたくさんの雨が降っておりまし

て、一番多いピーク時で13時から14時、 大雨量

１時間当たり87㎜でございます。３時間で見ても、

12時から15時で205㎜の雨が降っております。そ

の結果、水位で見ていただくと、20 日の 16 時に

394cm、４ｍ近くの水位になっております。右側に

計画高水位が書いてありますけれども、3.6ｍという

ことで、越えてしまっていて氾濫したということで

ございます。 
 これは、左側が瀬戸内海、右側が内陸部で、右側

が上流になるわけですけれども、真ん中に改修済み

と書いてあるところがございます。これが先ほど申

し上げた 6.2 ㎞の改修済み区間でして、その上流が

当時は未改修でした。未改修の部分から水があふれ

だして、改修済みの区間も含めて青く示している区

間が水に浸かったわけでございます。そのうち特に

赤く示しているところは、床上浸水になりまして、

その被害が 1,235 棟、床下浸水と合わせて 2,144 棟

という非常に大きな被害が出たわけであります。 
 そのときの写真ですけれども、左上は、川島橋と

書いてございます。県道の三木国分寺線という幹線

道路が通っていますが、この写真では、どこが道路

でどこが川だか分からないような状況になってござ

います。 
 当時の新聞記事に、「泥の海」ということで出てい

るのですけれども、幸いにもこのとき死者は出ませ

んでした。混乱の中でも一生懸命、水防活動が行わ

れたおかげだったと思っております。 
 それを踏まえて、春日川の激特事業を実施するこ

とになりました。香川県さんが災害直後からいろい

ろと計画立案され、国交省と協議を重ねて、16年10
月の災害だったのですが、12月に激特事業というこ

とで、採択をいただきました。 
 この区間、先ほどの六条橋と書いてありますけれ

ど、それが改修区間で、その上流の 2.5 ㎞の区間を

拡幅し、橋の架け替えをするという事業でございま

す。 
 2.5㎞の激特事業でございまして、総事業費90億

円をかけて実施するというものでございます。採択

は平成16年の12月でしたが、地元関係者の説明会

等々を重ね、実際に着工したのは平成18年６月でご

ざいました。二級河川、香川県さんのやっていただ

いている事業でございますけれども、私ども高松市

としても、平成17年度から２年間、２名の職員を事

業所に派遣し、用地交渉等の地元交渉の協議等を進

めて、一緒に事業をさせていただきました。 
 施工中の写真でございます。川幅を広げている写

真です。橋の架け替えも行っております。右側にあ

る県道三木国分寺線の川島橋というのは、先ほど、

どこが橋で、どこが河川だか分からないという写真

がありましたが、その橋になります。この橋の架け

替えも行われました。 
 合計５つの橋を架け替えたのですけれども、先ほ

どの県道１つと、それから、高松市の市道の橋です。

市道の橋の架け替えも、４橋の橋の架け替えを拡幅

を伴って行っています。 
 こうした結果、平成16年12月の事業採択から６

年近くかけて、平成22年の夏に完成しました。これ

は後で、この次のスライドと併せて見ていただきた

いのですけれども、この写真は、被災直後の、まだ

改修前の川の写真です。左側が下流で、右側が上流

で流れています。 
 これが完成後ということで、川幅が大幅に広がっ

ております。特に学校が東側になるのですけれども、

絵でいうと上側にあるということで、手前側、川の

左岸側をこの地域では拡幅しておりまして、移転も

していただいたりして、進めております。 
 この道路が、先ほどから出てきている県道の三木

国分寺線であります。 
 左側と右側と対比していただくと分かると思いま

すけれども、左が改修前、右側が改修後の絵です。

六条橋を境に、すでに既改修区間、それから、その

上流の少し上あたりからが未改修ですけれども、上

流部については、川幅も狭く、河川敷と言われるよ
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うに、かなり木が茂っていて、川幅が非常に狭い状

態から、大幅に広がっております。 
 これが完成式の模様です。平成22年８月26日に

行われました。 
 何よりもこの事業の効果でございますけれども、

これが完成したのが平成22年、去年の８月ですが、

早速効果を発揮したのが、今年の四国、高松を襲っ

た台風の災害でございました。12 号台風、15 号台

風、特に９月の頭に来た12号台風は、のろのろ台風

ということで、特に紀伊半島が大きな災害を受けま

したが、高松市の上空にも中心があったりして、長

く居座りました。先ほど平成16年の23号台風のと

きに、連続雨量が 418 ㎜という紹介をさせていただ

きました。今年のこの12号台風でも、同じ公渕とい

う観測所で連続雨量が 424 ㎜ということで、実は、

平成16年の23号台風よりも同じ観測所でたくさん

の雨が降っているわけであります。ですが、この区

間はもちろんまったく問題がなく、住民の安全が守

られたということです。 
 ただ、他方、このさらに上流部は堤防等被害を受

けたのですけれども、一番要の部分の改修が済んで

いたということで、家屋への被害はなくて済みまし

た。市民の安全がちょうど完成した翌年に来た大雨

に際して守られたということでございます。 
 本事業の竣工を機会に、地元の川島地区のコミュ

ニティ協議会では、行政と住民がパートナーシップ

を取って、「河川環境を守る香の川パートナーシップ

事業」という事業をスタートし、進めています。昨

年度も 500 人規模までの参加者を集めて花を植えた

り、河川の清掃活動、愛護活動も併せてこの地域住

民の皆さんは行っております。以前にも増して春日

川に親しみを持っていただくことができたと考えて

おります。 
 以上、本事業の完成によりまして、何よりも今年

の豪雨に際して住民の安全が守られた。そして、地

域住民の安心な暮らしを実現することができたと思

っております。あらためて香川県さん、そして、国

土交通省さんに感謝申し上げたいと思います。ご清

聴ありがとうございました。 

 

丸亀市川西地区 
自主防災会会長 
岩 崎 正 朔

 皆さん、こんにちは。 
 このような立派な大会にお呼びいただきまして、

本当にありがとうございます。私どもがこの10年や

ってきました自主防災の取り組みにつきまして、わ

ずかな時間でございますけれども、お時間のある限

りご説明をさせていただきたいと思っております。

 私どもの町は、一級河川土器川の西側に位置して

おりまして、川の西側にいるから川西町かとよく言

われますが、まあ、そのようなところでしょうとは

言ってありますけれども、非常に東西に幅が広く、

南北に長い、ちょうど出刃包丁の形のような格好を

しております。ここに人口7,000人、世帯数が2,700
世帯でございます。単位自治会が46自治会、高齢化

率19.9％でございます。 
 今ちょうど画面に私どもの地図が出ております

が、平成18年に香川大学工学部の長谷川先生と、工

学部の学生の皆さんにおいでいただきまして、初め

て大学と地域が一体となってマップをつくった写真

でございます。 
 私どもは、民間の企業の皆さんと一緒に、民間に

避難所をつくることを皮切りに、平成20年度から５

カ年計画でハードの整備も併せてやっていこうとい

うことで、地区内に土のう６か所と、救出用の資材

を今年度でちょうど丸４年たちましたが、毎年やっ

てきまして、10か所設けました。来年度でだいたい

ハードの整備ができるかなと思っております。あと

は、ソフト面をしっかり充実していって、地域の安

全を高めていきたいと思っております。 
 まちづくりのスタートは、ちょうど阪神淡路の震

災があった年でございまして、この３月にコミュニ

ティ組織の誕生がありました。当時の市長さんから、

ぜひまちづくりはコミュニティ組織でやってくれと

強い要望もありまして、しっかりと議論してスター

トさせました。 
一番の大きな狙いは、それぞれの地域が地域を自

立して、自発的に活動をやって、行政と一緒に両輪

となってまちづくりをやっていこうということでは

ないかと思っております。当時、総務と人権、環境、

福祉、保健、体育、６つの部会を形成して、その後、

青少年健全育成とか、防災部会を形成しております
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けれども、その部会を形成して安全とか環境、健康、

文化的なまちづくりをメインに進めてきているわけ

でございます。 
 コミュニティ組織はできたものの、５年間ぐらい

は連合自治会時代とあまり変わらないではないか

と、こんな感じで手探りの時代でございました。ち

ょうど私どもも総務部会に所属しておりまして、こ

れでは丸亀市が描いていたまちづくりとは少しずれ

ているのではないかという意見もありまして、全部

を底上げするのは非常に難しい。では、何かやはり

引っ張っていく部門がいるのではないかという議論

に進みまして、環境か、防災かという議論になりま

した。 
 まず、環境問題で、ぜひ空気をよくしようという

大きな話ですが、緑を増やしていこう。緑化活動を

どんどん推し進めていこうではないかという意見が

先に走りました。結果、地域の中をよく調べてみま

すと、そんなに緑を植えられる場所がない。ほぼ３

年か４年したら、手一杯になるのではないか。 
 そうこうしているうちに、ちょうど神戸に「人と

防災未来センター」、旧北淡町では「北淡震災記念公

園」がオープンしました。役員研修と称して防災、

減災ということで、神戸と北淡へ２年間ほど続けて

行きました。帰りのバスの中で、「やっぱりあれだね、

防災は自分たちでやらんといかんね」という言葉が

あちこちから挙がっておりました。そういうことか

ら含めて、では、防災でいくかというので、平成13
年度に自主防災組織を確立し、丸亀市役所のほうへ

届け出をさせていただきました。 
 安全安心なまちづくり。生命を守る活動に人的、

物的資源を投入したわけでございますが、先ほど高

松市さんの意見発表がありましたように、平成16年

までは、「こんな何もない香川県で、こんなに金を使

ったり、人を使うたりしてどうするんや」という話

がいっぱい出てきます。私の目の前では言いません

が、私の家内や親せき筋とか、いろいろなところか

ら、「おまえんとこのおっちゃん、変なことやっとん

な」。こんな話がいっぱい飛び交っていました。平成

16 年の台風 23 号によって、かなり私たち住民の意

識が変わってきたと思います。 
 平成19年に、地元の小学校に、我々地域と一緒に

やっていけるという雰囲気を持った校長先生がやっ

てまいりました。従来、自主防災組織を立ち上げて

から、学校へはいつもボールを投げていたのですけ

れども、「そうですね、岩崎さん。前向きに考えとき

ましょう」と言いながら、校長先生は転勤していき

ました。平成19年においでた校長先生は、ボールを

投げた途端に、「やりましょう」。こんな感じで、す

ぐにボールを受けていただきまして、地元の小学校

を巻き込んだ防災研修が始まりました。 
 それから、小学校、中学校、高等学校、去年ぐら

いから、県内全域に学校との連携が広がっておりま

して、今年は13校ほどの小中学校と一緒になって防

災訓練なり、勉強会をやる。もうすでに半分は終わ

っているのですが、そういう予定でございます。こ

の小学校を巻き込んだという表現は悪いですが、一

緒に連携した防災教育というのは、非常に根が生え

てきたな、裾野が広がってきたなという感じがして

いる状況でございます。 
 併せて、非常に少子高齢化の時代でございまして、

どうしても防災の中では子どもさんと、もう一つは

要援護者対策でございます。今回の東日本の震災で

も、避難所の近く、高台の近くまで逃げてきて、手

すりがなかった、スロープがなかった。その目の前

で津波に襲われたことが多くありましたように、や

はりこれから高齢者が増える中で、その人たちの災

害支援をどうするかということが、非常に大事なテ

ーマでございます。 
 地区内に４か所の福祉施設がございます。グルー

プホームとか、老人ホームとかたくさんありますが、

私たちは、去年からそういう福祉施設と連携して、

自治会とも連携して、取り組みをしっかりと強化し

ております。訓練を一緒にやったり、コミュニケー

ションをよくするために、運動会に一緒に入っても

らったりしてもらっているわけでございます。 
 こういう防災をキーワードとした取り組みが、他

の広がりといいますか、活動が非常に大きくなって

いくということを、表１、２でご説明したいと思い

ます。 
 私どものコミュニティー組織の活動状況。平成10
年と申しますと、まだ自主防災会が立ち上がってい

ない年でございますが、このときの各部門の１年間

の取り組みの活動日数です。環境部門は120 名、福

祉部門は550名、体育は1,020名、青少年健全育成

は 100 名、防災は 13 年度からでございますので、

０でございました。 
これが、平成22年度になりまして、環境部門は年間

1,250 名の活動人員です。福祉も 950 名、体育は少

し伸びたかなという感じの 1,360 名ですが、青少年

健全育成部門は 1,350 名、私が一番期待している地

域活動に、若い人が少ない、参加率が悪いというお

話を聞きますが、私どもの40代から50代前半の青

少年部門は、休耕田を使ったふれあい農園をやった

りして、非常に活動を広げております。1,350 名の

活動人員が出ています。さすが防災は少しオーバー

ワークかなと思うぐらいでございますが、トータル
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平成２３年度中国地方治水大会決議（案） 

 
四国地方は急峻な山地が多く、地質が脆弱であ      するなど、四国各所において甚大な被害が発生し

るとともに、台風常襲地帯として多雨地域が広が      た。 
り、水害が起こりやすい自然状況下にあるため、       また、今年は大型で移動速度の遅い台風12号、

四国地方の１人あたり水害被害額は全国平均の約      15号が次々に日本列島に上陸して全国的に記録 
４倍となっており、他の地域と比較し劣悪な水準      的な豪雨をもたらし、四国においても多大な被 
にある。                        害が発生するなど、近年、台風やゲリラ豪雨など

 四国地方では、平成16年、17年と連続して台      により全国各地で洪水被害が発生し、尊い人命と

風や集中豪雨に見舞われ、特に平成16年には、      多くの資産が失われている。 
も勢力が大きかった台風23号をはじめ、６個の台      また、四国地方では近年渇水も頻発しており、特

風が四国に上陸し、約５万２千棟の家屋浸水が発生     に平成17年や平成20年には、早明浦ダムの利水

 

3,845 名でございます。これを足すだけで、私たち

の人口を超えるわけでございまして、ボランティア

活動でこれだけよく動いてくれたなという感がして

いるわけでございます。 
 その他の関連分野の活動状況も拾ってみました。

長寿会・老人クラブの活動。なんと３倍以上です。

非常にお年寄りの元気が出てきた。2,719 名も１年

間に動いた。特に 近は、小学校、幼稚園、保育所

と連携した昔のいろいろな遊び方を教えたり、料理

教室を一緒にやったりということで、子どもさんた

ちとの連携活動がものすごく増えています。 
 小学校に行ってみますと、校外学習も、平成10年

は 512 名だったのが、850 名。企業と福祉団体が平

成10年に連携したのがわずか30名だったのが、平

成 22 年には 350 名の方が地域のコミュニティー活

動に参画してくれています。 
 このように、非常に防災をキーワードとした取り

組みが、いろいろな面にプラス効果が出てきている

ということで、安心安全なまちづくりから、支え合

いのまちづくりということで、私どもは小さな町で

ございますけれども、みんな、若い人からお年寄り

まで元気を出して、新しいまちづくりを目指してい

きたいと思っております。 
 以上、短い時間ではございますが、私どもの取り

組みについて意見報告をさせていただきました。ご

清聴ありがとうございました。 

 

大 会 決 議 

 

香川県河川協会副会長 
東かがわ市長 
藤 井 秀 城
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容量が底をつくなど、各地で人々の日常生活や経      安心かつ豊かで活力ある国土を構築するため、堤

済活動に計り知れない被害や影響を与えている。      防やダム等の根幹的施設の整備を計画的に推進す

地球温暖化に伴う気候変動は、人類の生存基盤      ること。 
そのものに影響を与える課題とされ、大型台風・      一、国土保全上または国民経済上、特に重要な水

集中豪雨等の多発に伴い、水害・土砂災害等が頻      系については、国と地方の適切な役割分担のもと、

発・激甚化するとともに、渇水の頻発や深刻化の      災害から国民の生命・財産や社会経済活動が確実

懸念が指摘されており、緩和策だけでなく予防的      に守られるよう、国が責任を持って引き続き河川

な施設整備をはじめとする、適切な対応策を確実      の管理を行うこと。 
に進めていく必要がある。                一、河川等の整備水準はいまだ低いことから、そ

加えて、未曾有の大災害となった東日本大震災      の整備を推進するとともに、ハザードマップの 
の被災状況を踏まえ、これまで以上に防災・減災      整備、防災情報の収集・提供の充実、避難体制の

対策の強化が必要となっており、東海・東南海・      構築等、ハード・ソフト両面の対策を組み合わせ、

南海地震の発生が切迫している四国地方において      防災・減災対策を強力に推進すること。 
は、極めて甚大な被害が予想され、早急な地震・      一、気候変動に伴う集中豪雨や台風の巨大化等に

津波対策が不可欠となっている。             備え治水施設の整備を推進するとともに、頻発す

一方、四国地方には、緑や心癒やされる良好な      る渇水に備えるため、地域の実情に応じた水資源

水辺空間が残されていることから、地域と一体と      の確保を図ること。 
なった四国ならではの豊かで潤いのある水辺環境      一、切迫する東海・東南海・南海地震の発生に備

の保全と創出が望まれている。              え、ソフト対策を含めた河川堤防等の地震・津波

このようなことから、治水事業は洪水等の災害      対策等を着実に推進すること。 
から国民の生命と財産を守り、健康で豊かな生活      一、毎年激化する洪水に備え、流域一体となった

環境と安全で活力ある社会を実現するために、社      治水対策を積極的に進めるともに、樋門、水門、

会資本整備において も根幹となる重要な事業で      排水機場等の河川管理施設の長寿命化を図り、既

あり、その重要性は、いかなる状況にあっても不      存施設の有効活用や維持修繕費を含めたライフサ

変である。                       イクルコストの縮減を図る戦略的な維持管理・更

今日のような財政が危機的状況においても、治      新を推進すること。 
水事業は「国家百年の計」として、国が責任を持      一、河川管理施設の適切な維持管理水準を確保す

って着実に実施しなければならない。           るため、施設管理や補修・更新に必要な予算を確

しかしながら、この数年の間、治水事業予算は      保するため、施設管理や補修・更新に必要な予算

厳しい財政状況を背景に大きく縮減され、災害軽      を確保すること。 
減のための予防的投資が困難な状況となっており、     一、河川や水辺の持つ多様な機能や地域の特性を

維持管理にさえ支障をきたすのではないかと危惧      活かし、歴史風土等に根差した魅力ある良好な河

しているところである。                 川環境の形成を推進すること。 
このため、地域住民のみならず、その営みの安      一、防災体制の充実や防災教育、河川情報の共有

全・安心の確保に責務を負う我々としては、不安      化などの地域防災力の向上に資する施策の推進に

な思いを抱かざるを得ない状況にある。          対し、支援制度を確立すること。また、大規模災

我々は、かかる事態を憂慮し、ここに四国地方      害時に「テックフォース」が行う広域的な防災活

治水大会を開催し、その総意に基づき、安全で安      動に必要な装備及びシステムの充実・強化を図る

心な国土を実現し、我々の子々孫々に引き継ぐべ      こと。 
く、次の事項を国会ならびに政府に強く要望する。      以上決議する。 
                            平成23年11月１日 
          記                           第10回四国地方治水大会 
一、 甚大な災害が頻発している現状に鑑み、災害 
を未然に防止し、国民の生命と財産を守り、安全・ 
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次期開催県挨拶 

 

高知県土木部 
河川課長 
吉 本 裕 二

ただいまご紹介いただきました、高知県河川課の

吉本でございます。次期大会開催県を代表いたしま

して、一言ごあいさつを申し上げます。 
 本日、第10回四国地方治水大会が盛大に行われま

したことに対しまして、心よりお喜び申し上げます。

また、開催県の香川県の皆さまに厚くお礼を申し上

げますとともに、関係の皆さま方のご尽力に深く敬

意を表する次第でございます。 
 さて、本年も台風６号の徳島県への上陸をはじめ、

３つの台風が日本に上陸するなど、台風や集中豪雨

による被害が全国各地で発生してございます。ご案

内のとおり、今年の台風は進行速度が遅く、降雨の

継続時間が長かったことから、奈良県や和歌山県を

はじめ、四国でも甚大な被害となってございます。

 本日ご登壇されました皆さま方のご講演、ごあい

さつを拝聴いたしまして、災害から住民の生命財産

を守るためには、ハード・ソフト両面の対策につい

て総合的に考えていくことの重要性と、この大会の

意義について再認識をいたしたところでございま

す。 
 先ほどご決定いただきましたとおり、来年度の大

会は高知県での開催となります。微力ではございま

すが、皆さま方のご支援、ご協力をいただきまして、

これまで積み重ねてこられた本大会の成果を引き継

ぎ、有意義な大会となるよう運営に努めてまいりま

すので、ぜひとも多くの皆さま方に高知県にお越し

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 後になりましたが、香川県のますますのご発展

と、本日、お集まりの皆さま方のご健勝、ご活躍を

ご祈念申し上げまして、簡単ではございますが、次

期開催県としてのごあいさつとさせていただきま

す。本日は誠にありがとうございました。

 

高幡不動尊金剛寺の五重塔
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平成２３年度中部地方治水大会 

と き ： 平成２３年１１月９日（水） 
ところ ： ウインクあいち２階大ホール

 

平成２３年度中部地方治水大会次第 
（敬称略） 

開   会 
    主 催 者 挨 拶  愛知県副知事 片桐 正博 
             全国治水期成同盟会連合会会長 陣内 孝雄 
             愛知県河川海岸協会会長・一宮市長 谷 一夫 
    来 賓 挨 拶  愛知県議会副議長 深谷 勝彦 
    来賓紹介・祝電披露 
    座 長 推 挙  愛知県河川海岸協会会長・一宮市長 谷 一夫 
    意 見 発 表  岡崎市長 柴田 紘一 

大 会 決 議  田原市長 鈴木 克幸 
次期開催県挨拶  長野県建設部河川課長 鎌田 朝秀 

閉   会 
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主 催 者 挨 拶 

 

愛知県副知事 
片 桐 正 博 

 ご紹介いただいた愛知県副知事の片桐です。本来

なら大村知事が出席し、挨拶すべきところだが、あ

いにく海外へ公務で出張している。代わって一言あ

いさつをさせてもらう。 

 本日は、中部地方の治水大会を開催したところ、

大勢の方に集まっていただき誠にありがたい。また

忙しい中、東京から全国治水期成同盟会連合会の陣

内会長にも来ていただいた。そして来賓として、愛

知県深谷副議長さんをはじめ多くの県会議員の先生

方にも臨席を賜り、忙しい中、誠にありがとう。 

 今年は3月11日に発生した東日本大震災、この影

響はまだ被災地に多く残っている。我々がこれまで

経験したことのないような自然災害の脅威を目の当

たりにすることとなった。9 月に入り、台風による

豪雨も発生している。台風12号では1,000mm以上の

雨が降り、三重県、和歌山県、奈良県辺りでは死者

73 名、行方不明者 19 名という大勢の被害が出てい

る。全国至る所で、そういった被害が毎年起こると

いう状況だ。また、つい先だっての台風15号の際に

は、名古屋市内で庄内川が氾濫し、100 万人以上の

方々に避難勧告が出るというような大きな洪水も起

こった。毎年このように、大きな洪水による被害が

起こっており、なかなかなくならない状況だ。本県

においては、平成12年に東海豪雨を経験している。

都市型の大きな災害で、豪雨による災害だった。こ

の東海豪雨以降、庄内川、新川、天白川で激甚災害

の特別事業を実施してきた。河川整備は着々と進め

ているが、いまだになかなか水害がなくならないと

いう点で改めて、この河川整備を確実に進めていか

なければならないというように考えている。今回、

中部地区から大勢の方に集まっていただいたが、社

会資本整備のうち治水事業は、住民の皆様方の安

心・安全という点で非常に重要な、基幹的な事業で

あると思っている。治水事業に関わる方が一同に介

し意見交換を行い、情報交換をすることにより、改

めて今後の治水事業の推進に、決意を新たにすると

いうことは非常に意義深いことだと思う。本大会の

大きな成果が上がることを期待している。 後に、

本日列席いただいた皆様方の健勝、活躍を祈念しあ

いさつに代えさせてもらう。 

 

全国治水期成同盟会 
連合会会長 
陣 内 孝 雄

本日、ここ名古屋市で中部地方治水大会を開催し

たところ、治水関係事業に造詣が深く、その推進に

尽力されている皆様に多数出席いただき、盛大に開

催できたことを誠に喜ばしく、皆様の治水事業に対

する熱意と理解に、深く感謝する。また、来賓の県

議会副議長様をはじめ多数の皆様には、隣席誠にあ

りがとう。日頃、治水事業の推進に格別の指導と理

解を賜っていることに礼を言わせてもらう。 

 当地は、副知事様の話にもあったように昭和34年

の伊勢湾台風以来、数々のいろいろな災害を受けて

こられた。今年も残念ながら大きな災害があった。

県におかれては、超過課税を徴して、この水害と戦

って豊かな、安全なまちをつくろうということで、

本当に取り組んでいる。心から敬意を表する。こう

いう所で、今年の治水大会を開催できたことは、大

変意義深いものがあると思っている。 

 ご承知のように、治水というのは災害から国民の

生命と財産を守り、安全で豊かな生活環境と活力あ

る地域社会を実現するために、 も重要な社会資本

の整備を進めるものだ。従って、国は国民の安全と

安心に対するナショナルミニマムの水準をあまねく

確保するために、治水事業を国政の根幹に据えて、

重点的に進めるべきだ。厳しい財政状況の元ではあ

るが、治水事業は国家 100 年の大系にたって確実に

推進し、先人達が叡智と努力で築いてきた今の郷土

をより安全で、より豊かな地域に整備し、次の世代

へ引き継いでいかなければいけないものだと考えて

いる。特に近年は地球温暖化により、洪水と渇水に

よる被害がさらに拡大する恐れがあると警告されて

いる。地球温暖化の防止対策に留めず、地球温暖化

によって引き起こされる新たな災害への適応策も確

実に進めていく必要性が高まっている。このような

折、今年は3月11日の東日本大震災により、千年に

一度とも言われる大津波被害が発生し、加えて原子
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力発電所の大事故が重なり、未曽有の大災害となっ

た。また、新潟、福島豪雨、および台風 12 号、15

号により四国・中国・近畿、この中部地方など全国

各地で洪水被害が発生した。災害で亡くなられた

方々のご冥福を心から祈るとともに、被災された地

域の皆様にお見舞いを申し上げる。 

 この度の東日本大震災は、東海、東南海、南海の

3連動地震が、この先30年間のうちに非常に高い確

率で発生する可能性があるということを示唆してい

る。巨大地震に備えて、全国の津波対策と河川堤防

の耐震対策を促進していく必要性が強まってきた。

このように憂慮すべき状況にあるにもかかわらず、

治水関係予算の削減がずっと続いており、昨今の予

算はピーク時に比べると約半分に減少している。そ

の結果として、予防的、計画的に治水事業を推進し

ていくための予算とか、適正な維持管理を、管理水

準を保つための予算、こういうものが確保できなく

なってきている恐れがある。さらには、ダム計画の

見直しの問題がある。できるだけダムに頼らない治

水への政策転換のため、治水計画の見直しの作業が

行われており、その間にダム予算が大きく削減され

た。早急にダムの評価作業を済ませてもらい、必要

なダム予算を確保し、全国の治水・利水対策を途絶

えさせることなく、計画的に進める必要がある。さ

らに地方分権の推進に伴い、補助の治水事業費が、

補助金制度から総合的な交付金制度へ改革された。

非常に大事な事だ。ただ治水事業は毎年、計画的に、

着実に推進させていくことが基本だ。今こそ、その

ことをしっかり認識してもらい、いやしくも治水事

業が先送りされることがないように、皆様の立場で

一生懸命、なお一層の尽力を賜りたいと願う次第だ。

ご承知の通り、現在の治水施設の設備水準は依然と

して低く、目標としている戦後 大の既往実績洪水

に対して、まだ5割とか6割とか、その程度の整備

水準に留まっている。いつどこで災害が発生しても

不思議ではない、不安な状況に私達は置かれている。

地域住民の安全と安心の確立を目指す私共として

は、今こそ治水事業の推進の必要性と緊急性を、地

域住民の総意として国会をはじめ関係機関に強く訴

え、治水事業が国の責任において計画的に、着実に

推進されるように求めていく必要がある。全国治水

期成同盟会連合会としては、賛同の皆様の力強い支

援をいただき、治水事業の運動を強力に展開してい

く。引き続き協力と指導をお願いしたい。 

 後になったが、本大会を開催するにあたって格

別の高配を賜った愛知県の知事様、副知事様をはじ

め関係の皆様に熱く御礼を申し上げ、出席の皆様の

健勝とますますの活躍を祈念し、あいさつとする。

 

愛知県河川海岸協会 
会長 
一宮市長 
谷 一 夫

 愛知県河川海岸協会会長を仰せつかっている、一

宮市長の谷です。本日は中部地方治水大会を開催し

たところ、中部地方各地から多くの皆様に参加して

いただき、大会を盛大に開催できることを改めて感

謝したい。また多忙の中、国会議員ならびに愛知県

議会議員の先生方をはじめ多くの来賓の方に臨席し

ていただき、誠にありがたい。厚く御礼を申し上げ

る。 

 この大会は、治水事業の携わる方々が一同に介し、

中部地方の治水事業に関する意見交換を行い、住民

の生命・財産を守る治水事業の促進を図ることを目

的に開催されるものだ。私共、河川海岸協会は住民

の方々の一番近い所で、行政を預かる市町村長さん

や、地域の、土地改良区の理事長さんなどが集まり、

国会の先生方や国・県に治水事業の促進について訴

えているところだ。私自身、地元で機会があるごと

に地域の方々の対話を通じて、伺っている生の声を

訴えていくことが重要な使命と考え、活動に努めて

いる。今回、このような場で地元の声を伝えられる

ことを大変光栄に思っている。 

 さて、近年は地球温暖化の影響もあり、中部地方

も度々集中豪雨に見舞われている。 近では、昨年

7 月の集中豪雨により岐阜県東部で死者 4 名、行方

不明者 2 名の人的被害と、多くの浸水被害や土砂災

害が発生した。今年に入ってからも 8 月には、私共

の地元・一宮市や隣の江南市などで時間雨量 100mm

を超える集中豪雨により多くの浸水被害が発生し

た。改めて言うまでもなく、このような自然災害が

発生する前に未然に防止してこそ意味がある。その

ための治水事業は、県民の生命・財産を守り、地域

を発展させる上で不可欠で重要な事業だ。中部地方

の治水施設は順次整備が図られているが、整備はま

だまだ十分とは言えない状況だ。私共河川海岸協会

としては、引き続き自然災害から県土を保全し、県

民の生命と財産を守り、地域を発展させるために治

水事業が協力に推進されるよう、関係各方面に対し

より一層に強力に要望活動を進めていく。また、本

大会を通じ、より一層、全国の皆様方にこういった

問題を認識してもらう必要があると考え、皆様と一
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紹介を賜った愛知県議会副議長の深谷勝彦です。 
平成23年度中部地方治水大会の開催にあたり、地元 

 県会を代表しお祝のあいさつをさせていただく。参 
会の皆様方には、日頃から治水事業の促進に格別の 

尽力を賜り深く感謝する。 

  我が国では、気候変動の影響に伴う台風の大型化、 

ゲリラ豪雨といわれる局地的な大雨の頻発などによ 

り、各地で洪水や土砂災害の危険にさらされている。 

さらには近年の治水施設の整備により浸水面積は減 

少しているものの、都市化の進展から山腹や崖近く 

まで宅地化が進んでいることから、住民の生命や財 

産に対する災害リスクが非常に増大している。こう 

した中、皆様方においては治水事業の必要性の周知 

徹底を図ると共に、事業を強力に推進し、災害に強 

い地域づくりに邁進していることは誠に心強い限り 

だ。私共県議会としても、激得事業の実施や年度途 

中における緊急維持費の確保、さらには流域一体と 

なった総合的な治水対策など安全・安心に、快適に 

暮らせる社会基盤づくりに全力をあげて取り組んで 

いく考えだ。皆様方におかれては、この大会を機に 

さらに連携を深め、地域住民の豊かな生活を実現す 

るために、今後もより一層の尽力を賜るようお願い 

する。終わりに、参会の皆様の健勝と活躍を心から 

祈念し、私のあいさつとさせていただく。 

 
 
 
 
 

緒に大会を盛り上げ、訴えていきたいと考えている。

 後になるが、本日臨席された皆様方のますます

の健勝と各地域のますますの発展を祈念し、簡単で

はあるが私のあいさつさせていただく。 

来 賓 挨 拶 

 

愛知県議会副議長 
深 谷 勝 彦

来 賓 紹 介 
順不同・敬称略

祝 電 披 露 
順不同・敬称略

衆議院議員 
鈴木 政二   古本 伸一郎 

金子 一義   山尾 志桜里  金森 正 

大西 健介 
 
参議院議員 
安井 美沙子 

意 見 発 表 

 

愛知県議会議員 
副議長 深谷 勝彦 

建設委員会委員長 神野 博史 

建設委員会委員  

石塚 吾歩路  鈴木 純  高桑 敏直 

鈴木 正 

 

衆議院議員（代理出席） 
古川 元久  金森 正   古本 伸一郎 

近藤 昭一  杉本 和己  伴野 豊 

森本 和義  丹羽 秀樹  赤松 広隆 

金子 一義  岡本 充功  大西 健介 

山尾 志桜里 

 

参議院議員（代理出席） 

斎藤 嘉隆  安井 美沙子  藤川 政人 

鈴木 政二  大塚 耕平 

岡崎市長 
柴 田 紘 一
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紹介いただいた愛知県岡崎市長の柴田紘一です。

平成23年度の中部地方治水大会、本日誠におめでと

う。盛大に開催してもらい大変ご苦労様だった。ま

たこのような機会に、私共岡崎市に甚大な被害をも

たらした平成20年8月末豪雨後の水害対策をテーマ

に意見発表させてもらえることを感謝する。 

さて、発生から 8 カ月を迎える東日本大震災。あの

夏の猛暑が過ぎ、これから厳しい冬を迎えるわけだ

が、被災された方々、そして未だに行方がわからな

い方々に対して、改めてお見舞いを申し上げる。一

日も早い復興と生活の再建を心から願う。私共豪雨

災害時には、各方面から暖かい支援をもらったこと

を忘れることなく、微力ではあるが要請に応じ、東

日本への職員の派遣等させてもらっているところだ

が、今後も皆様方と一緒になって復興の後押しをさ

せてもらいたいと思っている。また、先般の台風 6

号、15号といった被害もあったが、県、国において

は迅速に対応してもらったことに感謝する。さて、

時間の関係もあるので説明に入らせてもらう。 

岡崎市だが平成15年4月に中核市に移行し、平成

18年に額田町と合併し、現在の人口が378,000人で

す。地域の面積は387 平方メートあり、その6割を

山間地が占め、自然に恵まれた環境におかれている。

そして岡崎は徳川家康公生誕の地であり、岡崎城周

辺では毎年花火大会や桜まつりを開催し、年間を通

して大変多くの方々の訪問をいただいている。また

4月からは「グレート家康公 葵武将隊」を結成し、

歴史・文化を広く発信している。 

本日のテーマである平成20年8月末豪雨は、中心

市街地を流れる伊賀川をはじめ各所で甚大な浸水被

害をもたらした。現在、県と市が協力し進めている

対策事業があるので、具体的に紹介させてもらう。

これは当日の雨雲の動きだが、8月29日の午前1

時から 2 時までの間に濃く赤い雨雲が岡崎市に居座

ったように集中していることがわかると思う。この

観測雨量だが、当時 8 月としては気象庁の観測史上

大の値で、1 時間に 146.5mm という記録的な雨量

があった。東海豪雨、平成12年9月にあったが、こ

の3倍に相当する量が降った。この赤いのが8月末

豪雨、青いのが東海豪雨だが、大変な雨量だった。

被害状況だが、2 名の尊い命が奪われ、床上・床下

浸水家屋が 3,365 棟、橋梁、河川、道路の被害箇所

が 400 カ所に及んだ。岡崎市の災害史上 大と言え

る被害だった。今回の特徴は、一級河川の矢作川、

乙川など基幹となる河川の洪水はほとんどなく、そ

こへ流れ込む中小河川に被害が集中したことが挙げ

られる。 

当時の浸水被害状況の関係だが、テレビ等でよく

紹介されていた伊賀川周辺の浸水状況だ。先ほど

鷲見先生からの話のように、沿川の低い土地では

大で軒下2,7mの深さまで水が浸かり、家の中で1名

の方が亡くなられた。おばあちゃんであったが、そ

の前にもあったので、おじいちゃんが危ないから外

へ出ようと言ったが、おばあちゃんは前回の時に流

し台の上に乗っていれば大丈夫だったから今回もそ

うしようと言って、おじいちゃんだけが隣のマンシ

ョンの階段に避難し、おばあちゃんは部屋の中にい

た。そしたら、どーっと水が来て、天井まで来て、

亡くなってしまわれた。その伊賀川の被災家屋と行

方不明者の捜索活動の状況だが、両岸の堤防の河川

敷の中に56棟の家屋が建ち並んでいた。想像を絶す

るような話だが、家屋が川の中に56棟がずうっとあ

り、その中に住んでいたおばあちゃんが流され、三

河湾の日間賀島で発見された。 

そしてこれは、岡崎市が実施している一級河川占

部川の流域だ。この地区は約 227,000 ㎥を貯める地

下貯留槽が都市公園内にあるが、約 1 時間で満水と

なり、周辺では地盤から 1.2m の所まで水位が上が

り、多くの家屋が床上・床下浸水の被害を受けた。

 これは北部地域の被災状況だ。準用河川・前田川

の護岸堤防が決壊し、周辺の田んぼに流れ込んだ。

幸いここは家屋への影響は避けることができた。 

 これは東部地域の市街地を流れる一級河川・竜泉

寺川にかかる三河橋が被災し、倒れた。幸いにも自

動車や通行人への被害はなかった。 

そして8月の翌日29日だが、国から迅速な視察を

行ってもらった。現地調査にヘルメット姿の防災服

が私だが、左隣が当時の林防災担当大臣、その隣が

当時の中部地整の局長であり現在国交省の技監の佐

藤様だ。岡崎市では平成12年の東海豪雨で甚大な被

害が発生したが、その後も改修が進まずに、この度

の豪雨によりさらに上回る災害が発生したことで、

早期改修を強く要望した。その結果、浸水被害が著

しい 5 つの河川を床上浸水対策特別緊急事業として

採択してもらった。本市の長年の課題が今後大きく

改善され、改めて感謝する。 

これはハード対策の主な取り組みだが、河川改修

については床上浸水対策特別緊急事業として、愛知

県において一級河川・伊賀川をはじめ 4 河川、岡崎

市が一級河川・占部川を、概ね 5 カ年を目標として

緊急改修を行う。あわせて、下水道による雨水ポン

プ場の内水対策を強化し、床上浸水被害を防止する

ことを目的とし、進めている。少しでも流出の抑制

を図るために、小中学校のグランド内に貯留浸透施

設の設置も進めているところだ。図面の赤色で示し

た箇所が、緊急改修事業5河川の位置だ。中央斜め
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に流れているのが一級河川・矢作川だ。事業採択に

ついては国の多自然川づくりアドバイザーの方々に

現地視察を行ってもらい、生物や植生など河川環境

を配慮した改修計画を進めている。現時点の全体事

業費は、補助基本額で約227億円、総延長11.6kmに

及ぶ、これまでにない集中的な治水対策で、平成21

年度から事業に着手している。これにより抜本的な

治水対策が行われ、大幅な治水被害の軽減が図れる

ものと期待している。しかし、本市においても財政

状況は大変厳しい。苦労しながら、この浸水対策は、

その中でも優先して進めていかなければいけないと

いうことから、愛知県と一緒になって早期改修に取

り組んでいる。 

これが、岡崎市が進めている一級河川・占部川だ。

この赤い線が占部川だが、もともと市の南部地域の

農業用水路として開設されたという古い歴史があ

り、昭和41年3月に一級河川に指定され、流域のほ

とんどが市街化区域だ。近年は、急激な都市化で流

域の保水能力が低下し、浸水被害が深刻化し、早期

に改修が求められていた。昭和63年3月には、市町

村で一級河川の工事が実施できる所の都市小河川改

修事業として、国の許可を得て、合流先の広田川改

修事業との整合を図りながら、粛々と改修を進めて

きたところだ。もともと農業用の溜池が多く点在し

ていたことから、関係者の理解を得て、無償貸借契

約を結び、利水と治水機能を持った洪水調整池とし

て 6 カ所の改良を行なっている。そして、2 カ所の

都市公園内に地下貯留地を設置し、あわせて、

178,000 ㎡の流出抑制が可能となった。河川改修と

遊水池整備をあわせて総合的な治水対策を進めてき

たところだ。 

この度の事業採択により、事業延長 5,000ｍとい

う、市としてはこれまで経験のしたことのない改修

規模を実施している。専属の職員を配置し、鋭意事

業の進捗を図っているところだ。用地買収、建物移

転は地権者の理解を得てほとんど完了している。橋

梁の改築や遊水地の整備を行いながら約 1,700m が

完成し、平成 23 年度末までに 47％の進捗を見込ん

でいる。 

次に愛知県の施工している 4 河川だが、はじめに

伊賀川だが、被災直後の家屋と撤去後の状況だ。堤

外地に並んだ家屋は、大正の初め頃から周辺で耕地

整備が進む中で、自然に人々が住みはじめたという

所で、ここに家が連帯していた。この事業延長は約

2.4km。56 棟の家屋は全て移転が完了し、橋梁の改

築を行いながら現在 900m の改修が完成し、平成 23

年度末までに約57％の進捗を見込んでいる。また、

桜並木で有名な河川であり、岡崎城周辺との良好な

環境を配慮しながら散策路を整備している。夏場に

は子供達が水遊びをする光景が見られる、そんな川

だ。 

もう一つこれが、鹿乗川だが、矢作川の護岸地域・

安城市を経由し、碧南市で矢作川に流入している河

川だ。事業延長 800m、現在 JR 東海道本線の交差協

議、あるいは用地買収が進められており、今年度末

までに約39％の進捗が見られている。安城市内にお

いて同様の事業が進められている。 

それから南部地域の西尾市との市境を流れ、矢

作・古川に流入している広田川だが、事業延長

2,800m、東海道新幹線との交差協議や橋梁の改築、

水環境の機能復旧を行いながら約 700m の改修が完

了しており、今年度末、約62％の進捗が見込まれて

いる。 

 広田川に流入している砂川だが、この延長は600m

だ。主要地方道の交差点改良が伴うために、現在、

迂回路に必要な建物移転が進められており、今年度

末までに約56％の進捗を目指している。 

 これからはソフト対策の紹介をさせてもらうが、

前段で話したように、今回の豪雨は短時間に甚大な

被害をもたらした集中豪雨だった。大雨洪水警報が

発令されてから約 2 時間後には市内全域に避難勧告

を発令する事態となった。このことは、災害が起き

るにあたって多くの課題が発生し、顕在化した。ま

ず一点目として、異常な雨量を観測したのが午前 2

時でその10分後に避難勧告を発令しているが、この

1 時間ほど前から各所で多くの浸水被害が発生した

ということだ。二つ目には、洪水予報河川や水位周

知河川といった避難勧告の判断基準を持つ主要な一

級河川は、ほとんど水位が上がらず、多くの中小河

川で氾濫が発生している。内水による被害も、これ

までの経験を上回るものであった。そして、三点目

として、深夜でしかも豪雨の中での避難勧告の伝達

は困難を伴ったということだ。私共のまちは、伝達

方法として各学区の防犯協会の会長さんのところへ

電話をし、その方が各町の方々へ連絡をするという

ことだったが、なかなかこれを徹底しなかったとい

うこともあった。四点目としては、避難の方法、避

難の意義を市民の方々が理解をせずに、また地域と

の連絡が取れず、被災状況や住民要請の把握に困難

をきたしたということが顕在化した。そうしたこと

の反省を踏まえ、まず市の職員を50名選任し、この

職員が自分の地元で地域防災連絡員という職に就か

せ、速やかに避難所での連絡調整にあたる、そして

災害対策本部との連絡業務をするということを進め

た。さらに連絡網を同報音声等で整備をすると、概

ね25億、30億という膨大な費用がかかるので、私
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平成２３年度中部地方治水大会決議（案） 

 
 中部地方は、我が国のほぼ中央に位置し、日本      いる。 

一のゼロメートル地帯のある濃尾平野を貫流する       しかしながら、本地方の治水施設の整備状況 

大河、3,000m級の山岳から流下する急流大河、上      は、依然として低い状況にあり、古くは、昭和 

流域に日本有数の降雨量が多い地域を抱える重要      34年の伊勢湾台風水害をはじめ、近年では平成 

河川及び流域開発の著しい都市河川などを擁して      12年の東海豪雨水害、平成16年の台風21及び 
 

共が採用したのはコミュニティＦＭ局と連携をし、

防災ラジオを使った伝達を進めている。緊急放送を

聞いてもらうために、スイッチが切れた状況の中で

も自動的にスイッチが入り、情報を確認することが

できる。このラジオは仕入れ価格 8,000 円くらいす

るが、一般の市民の方からは 2,000 円くらいもらい

後は市で補助をし、8,500 台を配備した。また、消

防庁から配信される全国瞬時警報システム j アラー

トとも接続し作動している。 

 市の総合防災情報監視システムについてだが、岡

崎市では防災危機管理課で一元的な防災体制を図る

ためのシステムを構築し、風水害、地震災害の対策

を図っている。これは浸水被害を警戒する河川や路

面の水位がリアルタイムでわかるパソコンの画面を

紹介しており、ホームページから見ることができる。

特に今回のような極端に短い時間での避難情報の発

令では間に合わないという教訓から、本市では浸水

警報装置を8地区13カ所に設置した。この水位がこ

こまで来ると黄色い線、ここまで来ると赤い線があ

るが、その都度これで住宅地の路面水位の上昇や、

河川や貯留地の水位上昇をキャッチし、現地でサイ

レンを鳴らし、あわせてメール配信も行い、浸水危

機をいち早く周知するものだ。先の台風6号や15号

でも、これが大きく働いた。 

 後に地域防災マップだが、このモデル事業であ

るが、ワークショップ形式で実施し、災害ボランテ

ィアや市職員の助言後に行う。住民の皆様に直接自

分達のまちを実際に歩いてもらい、危険箇所やＡＥ

Ｄの設置場所、あるいは安全な避難場所等について

チェックをし、これらの情報や防災に関する知識を

白地図に書き入れたものを市で印刷し、全世帯に配

布するという内容だ。これは一例だが、わかりやす

く書かれており、地域が一体となった減災対策の取

り組みを今後も支援していきたいと思っている。平

成22年度までに553の町内会のうち170町が取り組

んでおり、震災後の防災意識の高まりにより今年度

は57町からの事業参加の申し出があった。 

 以上が 8 月末豪雨で発生した災害の事後対策を紹

介させてもらった。床上浸水対策特別緊急事業が 3

年目を迎える中でまだまだ事業調整や課題整理はあ

るが、ソフト対策とあわせて効果が表れていると実

感している。今後も国や県と一緒になって住民の

方々が安心・安全に暮らせる、そんな着実な整備を

図っていきたいと思う。本日紹介した私共の取り組

みが、今後皆様の治水対策に役に立てれば幸いだ。

後に本日参会の皆様方の、ますますの活躍と発展

を祈念し、意見発表に代えさせてもらう。静聴、誠

にありがとう。 

大 会 決 議 

 

田原市長 
鈴 木 克 幸
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23 号災害、平成 20 年 8 月末豪雨水害、平成 21

年の台風 18 号災害など、毎年のように甚大な浸

水被害、高潮被害や土砂災害が発生し、多くの生

命と財産が失われている。また、昨年7月の集中

豪雨では岐阜県中部で死者4名、行方不明者2名

の人的被害と多数の浸水被害、土砂災害が発生、

今年 9 月の台風 12 号では紀伊半島を中心に

1,000mmを超える大雨により、和歌山県、奈良県、

三重県南部などで死者73名、行方不明者19名の

人的被害、親水や土砂災害による住宅の全半壊

774棟、床上・床下浸水27,823棟（10月12日現

在）という大災害が発生し、台風 15 号では、静

岡県浜松市付近に上陸し、庄内川の堤防の越水に

より名古屋市守山区等に浸水被害が生じたほか、

中部地方の各地で甚大な人的、住家被害が生じた

ことは記憶に新しいところである。 

 さらに、今年3月11日に発生した東日本大震

災では、津波被害などにより2万人の死者・行方

不明者、20 万棟を超える家屋の全半壊という未

曾有の大災害となり、河川・海岸堤防をはじめと

する公共施設被害も甚大なものであった。本地方

でも近い将来東海地震、東南海地震、南海地震の

発生が危惧されており、これらに対応する早急な

防災対策が強く求められるところである。 

 本来、治水事業は自然災害から国民の生命と財

産を守るため、予防的対策として計画的に実施す

べきものであるが、近年の治水関係事業費の大幅

な削減を背景に、被災箇所の再度災害防止という

後追い対策に追われているのが現実である。近年

の気候変動によるゲリラ豪雨の多発や台風の大

型化も考慮すると、さらなる予防的対策を着実に

推進剃する必要がある。 

 また、昨年、名古屋市において「COP10（生物

多様性条約台10回締約国会議）」が開催されるな

ど、地域の健全な生態系及び生物多様性の保全に

対する関心も高まってきており、特に河川空間に

ついては、本来河川の有する自然環境の保全と共

に、まちづくりとの連携、地域の暮らしや歴史文

化との調和にも配慮した整備が求められている。

 以上を踏まえ、我々は、ここに中部地方治水大

会を開催し、その総意に基づき、安全で安心な社

会を実現すべく国会並びに政府に対し、次の事

項が実現されるよう強く要望する。 
 

記 
一 頻発する災害から国民の生命と財産を守

り、安全で安心な社会を実現するため、治水事

業費の増額を図り、堤防やダム等治水の根幹と

なる施設の整備を計画的に推進すること。 

一 気候変動に伴う海面の上昇や台風の巨大化

及び大規模地震に備え、ゼロメートル地帯をは

じめとする河川・海岸堤防の高潮・耐震対策を

着実に推進すること。 

一 甚大な被害を受けた河川について、再度災

害防止のための治水対策に万全を期すこと。 

一 災害時に国、県、市町村間で密接な情報共

有を行うとともに、相互に連携した災害対応を

強力に実施できる体制の一層の強化を図るこ

と。 

一 毎年激化する洪水に備え、流域一体となっ

た治水対策を積極的に進めるとともに、堤防等

河川管理施設の適正な維持管理水準を確保する

こと。 

一 「犠牲者ゼロ」を目指すため、治水事業の

整備推進とあわせて、市区町村が迅速かつ的確

な水防活動や事前準備を実施できるよう、Xバン

ドMPレーダの拡充及び洪水ハザードマップの整

備や避難体制構築のための情報提供などソフト

対策の充実を図ること。 

一 河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域

の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河

川が本来有している生物の生息・生育環境及び

多様な河川景観を保全・創出するため「多自然

川づくり」を推進すること。 

一 人々が親しみを訪れ、活力ある地域に再生

するため、河川のもつ多様な機能を活用して、

河川整備と地域づくりを一体的に推進するこ

と。 

 以上、決議する。 

平成23年11月9日 

中部地方治水大会
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次期開催県挨拶 

 

長野県建設部 

河川課長 

鎌 田 朝 秀

ただ今紹介いただいた長野県建設部河川課長の鎌

田朝秀と申します。本日はこのように盛大に中部地

方の治水大会を開催され、またただ今は大会決議も

され、本当におめでとう。今ほど、次期開催県とい

うことで長野県に決定していただき、本当にありが

とう。早速明日から、開催に向けて準備に取りかか

ろうと思う。支援・協力をお願いしたい。今日も治

水大会で、いろいろな話があった。今年は本当に大

きな災害が次から次へと起こる年だ。そんな折、来

年、長野県で治水大会が開催されることは、長野県

民にとっても大変意義のあることと、大変うれしく

思っている。簡単ではあるが、治水事業の一層の推

進、また皆様が健勝で来年、長野県の大会で、ぜひ

会えることを願う。ここで、来年、私共、確かに引

き受けたという決意を持ってあいさつとさせてもら

う。来年は、長野県で待っていので、どうぞ来ても

らいたい。


